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例  言 

 
 

１ 本書は、鹿児島県西之表市西之表 9819 に所在する国登録有形文化財建造物旧上妻家住宅の保
存活用計画である。 

 
２ 本計画は、西之表市教育委員会が、令和3年度に設置した「旧上妻家住宅保存活用計画策定委

員会」における調査・協議及び文化財建造物専門家等の指導助言に基づき策定した。 
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員長） 
◎鰺坂  徹   鹿児島大学大学院理工学研究科教授 
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〇岩下真奈美   西之表市文化財保護審議会委員 一級建築士  DORON建築設計事務 
         所代表 鹿児島県建築士会ヘリテージマネージャー 
 鮫嶋 安豊   西之表市立図書館長 
 
 

旧上妻家住宅保存活用計画策定専門調査員 
  田島 康弘   構造設計一級建築士 株式会社田島設計代表取締役 

 
 

３ 本計画の策定に係る事務は、西之表市教育委員会社会教育課文化財係が担当し「第１章計画の 
概要」・「第2章保存管理計画」・「第4章防災計画」の作成に係る調査及び図面作成等の関連業
務の一部を、株式会社九州文化財研究所に委託した。 

 
４ 本書の執筆・編集は、西之表市教育委員会社会教育課文化財係が担当したが、専門性の高い図 
  面作成・考察等については、旧上妻家住宅保存活用計画策定委員会委員、旧上妻家住宅保存活 
  用計画策定専門調査員が執筆した。 

 
５ 本計画は、令和5年4月1日より施行する。  
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第１章 計画の概要 
 
第1節 計画の作成 

１ 計画作成年月日 
  令和5年3月28日 
２ 計画作成者 
  鹿児島県西之表市教育委員会 
３ 計画区域 
  本計画は、国登録有形文化財（建造物）「旧上妻家住宅主屋」、「旧上妻家住宅門」を対象とする。 
  計画区域は、①保存修理の実施及び維持管理のために必要な土地、②防火及び消火活動の見地
から必要な土地、③公開その他の活用を伴う利便性の向上のために必要な土地として西之表市が
取得した旧上妻家住宅が所在する敷地の範囲、4,896.72㎡とする 

旧上妻家住宅主屋・門 位置図 
 

第2節 文化財の名称 

（１）名   称  旧上妻家住宅主屋 
（２）員   数  １棟 
（３）構   造  木造平屋建一部２階建・桟瓦葺・建面積209.7㎡ 
（４）所 在 地  西之表市西之表9819 
（５）所有者名  鹿児島県西之表市 
（６）所有者住所  鹿児島県西之表市西之表7612 
（７）指定区分   登録有形文化財（建造物） 
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（１）名   称  旧上妻家住宅門 
（２）員   数  １棟 
（３）構   造  木造棟・桟瓦葺・間口2.0ｍ 
（４）所 在 地  西之表市西之表9819 
（５）所有者名  鹿児島県西之表市 
（６）所有者住所  鹿児島県西之表市西之表7612 
（７）指定区分  登録有形文化財（建造物） 
 
第3節 文化財の概要 

１ 立地環境 
 種子島
の北西に
位置する
薩摩藩最
南端の西
之表麓の
舌状台地
の上に位
置する。種
子島の歴
史は古く、
黒潮の恩
恵を受け
ながら海
上交通の
要として

発展し、日本書紀には天武6（677）年に多禰嶋人が入朝した記録が残っている。平安時代に島津
荘の寄郡となり、鎌倉中期以降に種子島氏が領主となった。上妻家は、鎌倉幕府から派遣された
と伝えられる代官上妻家貞の一族で、種子島氏の入島に先駆けて、種子島を統治していた家柄で
ある。江戸期を通じて種子島家の家老職など側近として重要な役職を果たしてきたことが知られ
ている。天文12（1543）年に鉄砲が伝来し、種子島氏が島津氏の家臣となったのは天正時代はじ
め頃と考えられている。薩摩藩の外城制度で西之表を麓とし、島全体が外城、後の郷であった。
種子島家は一所持家の一つで、私領として、中世以来の集落を整備していったと推測される。 
赤尾木城を中心として港を見下ろす舌状台地に敷地を樹木で囲み士族の屋敷が配置され、海岸 

沿いの低地に野町(東町・西町)が置かれ商人・職人が居住した。赤尾木城の北と南には士族(麓士)
が居住する野首・松畠・中目・小牧・納曾・中野の麓六郷があった。 
 この旧上妻家住宅は、西方の海上を見渡せる台地の上にあり、木に囲まれた広大な敷地にある。 
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旧上妻家住宅敷地（計画区域） 

旧上妻家住宅敷地図（計画区域） 
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 旧上妻家住宅敷地（計画区域）「ドローン画像」 
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２ 沿革 上妻家の歴史 
 この上妻家は「森ノ峯（森ノ嶺）」と呼ばれ、種子島の各地にある上妻家の総本家といわれ、そ 
の証として、各郷の上妻家系図がこの住宅に残されている。その系図によると、上妻家の始祖は 

 「天智天皇より大職官吏冠に任ぜられ、藤原姓を賜り、鎌足公を初祖」としている。 
  第13代隆宗は国司に任ぜられ、筑後国に下り、上妻郷に居を定め、その子家久が上妻を名乗 
 り、ここに藤原姓上妻氏は始まる。筑後の上妻家、第９代家真の代に上妻郷の地頭大浦口氏に推 
 されて種子島代官となり、種子島に下島。その頃、ようやく源平の争いは終わり、鎌倉幕府の成 
 立を見たが、幕府は平清盛公の曾孫信基公を南海12島の島主として、処遇した。 
  然して信基公は、強いて家真を留めて家臣となし、采地50町歩を与えた。 
  第25代家長は年20にして、第14代島主時尭より、家老職に任ぜられた。 
  のち文禄年間、太閤秀吉公より征韓の命が下り、種子島勢は島津義弘公に属して、渡韓した。 
 折から、俄かに太閤の本陣並びに諸陣屋を那古屋に築造すべしとの厳命が種子島家に下った。こ 
 の困難極まる事業の成否は、まさしく島主の命運を左右するもの。こうした家長の苦境を知った 
 筑後の上妻鎮勝が一族を集めて馳せ参じ、家長を助け、3日2夜にして陣屋70軒を建て、面目を 
 施した。 
  併しこの間、種子島には「朝鮮には出兵せず」との世論が島主をも動かすまでに高まっていた。 
 帰島した家長はその無謀を鎮めて島議をまとめ、遂に島主も渡韓し、危機を脱することができた。 
  第28代隆直の代、それより以前、第12代島主忠時公の黒山館が罹災し、記録多数を焼失した。 
  第18代島主久時公より、その復元を命ぜられた隆直は、各家々の記録・写本を渉猟して、島主 
 家・庶流家の系図を復元し、さらに「懐中島記」を著したとされている。 

 種子島には筑後国（現在の福岡県南西部）上妻庄を名字の地とする「上妻氏」（藤原鎌足を初祖 
とする）の家系、上妻家真が鎌倉時代以前に代官とし種子島へ派遣され、この家真が種子島の「上 
妻氏」のはじまりであり、家真は種子島を統治するにあたり、島を3つの郡（上郡、中郡、下郡） 
に分け、三入道（高野入道・野間入道・熊毛入道）を配置し、それぞれの郡を治めさせた。また、 
家真の活動拠点の地は、現在の中種子町「増田」の地と言われている。 
 しかし、その後、鎌倉幕府「北条時政」は平清盛の「ひ孫」にあたる「種子島氏」を南海12島 
（種子島・屋久島・口永良部島・硫黄島・竹島・口之島・臥蛇島・中之島・諏訪瀬島・平島・悪 
石島・宝島）の領主とし、種子島へ配流。これ以降、種子島氏による南海12島の統治がはじまる 
ことになる。以後、上妻氏は代々、島主種子島氏の有力な側近として島政に尽くすこととなる。 
上妻氏の庶流は島内全域に広がり、種子島で上妻姓が多いのはこのためである。上妻家は、島主 
である種子島家が入島する以前の種子島・ 屋久島の惣支配者で、鉄砲伝来以降も永代家老職を務 
めた名家であり、お屋敷（住宅）は赤尾木城に隣接し、 港湾を望見できる丘陵上に位置し、種子 
島の武家屋敷を代表する住宅とされ、島民はこの地を「森ノ峯」と呼んできた。 
 特に、このお屋敷には多数の文化財が保存されており、現在種子島開発総合センター「鉄砲館」 
にて調査が行われている。種子島家譜によると、藩政時代を通して毎年、城の広間や鉄砲射場で 
島主島民が見守る中で、赤井流大筒の試射公開が恒例となっているが、その師範家は上妻家であ 
った。 
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「上妻家真」種子島入島・種子島家「家臣」を賜う記述（上妻家系図より）    
※初代島主「信基公」は「家真」を留めて「家臣」となし、「家真」に采地五十町歩を与えた    
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第６代島主「時充公」より 上妻家は永く補佐の
臣であることを記す記述 上妻家系図より 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寛文元（1661）年 
第27代上妻家当主「秀隆」の代に 
森ノ嶺（現住宅が立地する地）が初めて記さ
れ、「森ノ嶺」に居住の記述  
上妻家系図より 
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３ 施設の性格 旧上妻家住宅の建設経緯 
  主屋は、棟札によると江戸中期の寛延４(1751)年の建築の可能性が高い。この棟札は、平成29 
 (2017)年に屋根裏の古文書とともに、建屋に取り付けられていない状態で発見、この棟札だけで
なく、五百年前の夫婦肖像画、やり許状等の貴重な古文書も同時に発見された。平成28(2016)年
に西之表市が購入した際は幕末ころの建築と考えられ、平成29(2017)年の登録有形文化財登録時
は、江戸末期（1830～1868）の建設で、昭和中期（1946～1965）に改修とされてきた。しかし、
内部の新建材の撤去や主要材の仕様、古写真やヒアリング等の調査を進めるにつれ、江戸中期の
建築の可能性が高いと考えられる。棟札による寛延４(1751)年の上棟時は、家老職にあった上妻
家第30代上妻時雄（真雄）の時で、宝暦６(1756)年に上妻家代々の種子島家への貢献を賞し「時
雄」の名を賜り、宝暦 9(1759)年に島津久芳に従い江戸に出向いた記録が残されている。古文書
から「森ノ峯」にはすでに第19代上妻秀隆の母の隠居の住宅等があり、慶長年間以降、増改築が
重ねられてきたと考えられている。（注１）第 20 代種子島当主久達、第 21 代当主久芳に仕えた
この上妻家第30代上妻時雄（真雄）が、「森ノ峯」にあった旧屋敷等を、寛延年間に現在の旧上
妻家住宅に建て替えたと推察される。 
 なお、棟札に残された釘穴に一致する取り付け痕跡は確認されていないが、棟札には、位置を 

 変えた釘穴が残っており、また伝承では棟札が、以前は「なんど」、または「おくのま」の屋根裏 
 にあったと言われている。（注2）東坂和弘氏（注3）の所見によると、『棟札に残る鉋加工痕と、 
 内部差鴨居や長押に残る鉋加工痕は、共に刃こぼれを気にしない大らかさが見られ、繊維方向と 
 平行に一気に鉋掛けする江戸時代後期以降の大工仕事では見られない、座り掛けに近い鉋加工痕 
 が残されている。また、野物材には古式な蛤刃手斧仕上げも残されている事からも、加工痕から 
 は寛延４(1751)年建立を示唆する』とある。今後の調査で、増築された２階撤去の際に本来の棟 
 札の釘穴跡が確認されるか、木材の年代測定により建設年代の検証を行い、建設年代の再確認が 
 望まれる。 

 また、所見によると『長押止め釘に見られる江戸中期以降に使われだしたと考えられている「平 
 折切頭釘」が寛延4年頃に種子島で使われていたとすれば古い使用例として貴重である。江戸幕 
 府が寛文年間(1661～1672)に規制した「三間梁規制」の元で、五間半の梁間規模で建立出来た事 
 情も興味深い。』と記述されている。 

 敷地南側道路に面して、上妻家アプローチの階段が設けられているが、道路拡幅で階段幅は以
前より細くなっている。この道路は、北側の西之表南種子線ができるまでは地域の幹線道路とし
て利用され、現在も住民の重要な生活道路である。明治期の詳しい道路形状は不明だが、南西に
は道沿いに川が流れていた。一方、古くから東側には赤尾木城につながる馬場があり、その馬場
の東には国の西之表地方合同庁舎、種子島法務総合庁舎「ともに昭和39(1964)年竣工、現在西之
表市が所有、図書館等で利用中」があり、西之表にとっては中核となる高台の一つに位置してい
ることがわかる。 

  県道西之表南種子線の整備の際、上妻家の敷地の北側は削り取られ、道路となっている。その 
 後現在の車のアプローチ動線が造られ、現在に至っている。西側の急傾斜地は、鹿児島県が納曽 
 地区総合流域防災（急傾斜）工事で、2009(平成21)年に整備し、県所有地となっている。 
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なんどの屋根裏から発見された「棟札」。幅12.8センチ×長さ54.5センチ 
寛延４(1751）年、上棟時は家老職にあった「第30代上妻時雄（真雄）」 
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なんど 屋根裏から発見された史料 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                
                        
              上妻家雅夫婦像 永正10（1513）年作 
             
 縦44.5㎝・横36.5㎝で法華宗の開祖「日蓮大菩薩」の字を挟み、法衣を着た男女が向かい合う。 
 左側の男性は、「浄蓮」の法号から、第22代上妻家当主上妻家雅（1522年没）であり、右側の女
性は家雅夫人である。 
 制作は永正10(1513)年4月で、存命中に功徳を積む目的で描かれた「寿像」とみられ、家雅の息
子、第23代上妻家当主上妻右直が日智とともに、父母のために制作したものと考えられる。 
 研究者からは、現存する夫婦像としては、国内最古級（約500年前）のものであり、保存状態も
よく、中世宗教史、美術史の観点からも大変貴重な史料との評価を受けている。 
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４ 主な改造時期とその内容 
主屋については現況から、創建当時以降改修・増築等が幾度か行われてきたと考えられるが、

江戸期明治期の改修記録や伝承はあまり残っていない。二階は棟の左右から伸びていた隅木が切
断されており、２階部分は増築と判断される。小屋組からは、「へり（はなれ）」及び水回り（浴
室・便所・北側台所の突出部）以外は一体で造られている。「なかのま（じろんま）」の北側の一
列は、柱が芯からずれた位置にある食い違い部分があり、増築とも見えるが、小屋組と「南西諸
島の古民家（補強板 昭和51年）」や周辺古民家の類例から、当初部分と判断される。 
２階部分の増築は、昭和12(1937)年の武家門での集合写真で確認されることから、それ以前の

増築と考えられ、伝承（注４）によると明治初期に上妻家が郵便事業をはじめた際に局員の宿泊
施設として2階が増築されたと伝わる。また現在の2階への階段は、材等より明らかに後補のも
のである。主屋と六畳の「へり（はなれ）」の双方に、水回りとして内風呂・内便所が増築されて
おり、「へり（はなれ）」の増築部は、昭和10年代の古写真では写っておらず、昭和期に賃貸した
際の増築と考えられる。昭和 30～40 年頃に増築されたとの伝承があり、台所・浴室・便所の水
回りの増築ではなかったかと推測されるがどの部分かは不明である。また敷地には、蔵が主屋の
東側にあり、北側には数棟の建屋があった。昭和55(1980)年前後の航空写真では蔵と北側建屋が
確認され、西之表市購入前に蔵は解体されており、購入後北側数棟も全て解体されている。 

  主屋の西側に六畳の「へり（はなれ）」は、独立した軸組みで建てられており、この地に元々あ 
 ったか、もしくは移築されてきたものかは確定できていない。「へり（はなれ）」部分以外の主屋 
 下部の地面は、整地され建てられているが、「へり（はなれ）」部分は、整地した跡が確認されな 
 い。「へり（はなれ）」に対面する上部外壁に釘跡があり、「へり（はなれ）」との間の空間は、以 
 前は外部だった痕跡がある。地元大工棟梁によると、材はこの「へり（はなれ）」も同様に古いと 
 の指摘があり、江戸中期以前もしくは前後の建築だった可能性がある。「へり（はなれ）」は、「ざ 
 しき」からいつもは往来ができなかったとの伝承（注５）がある。「こげんかん」は、昭和初期の 
 写真でも確認される。北側には池の痕跡が2か所あり、昭和後半に埋められたと言われる。池の 
 さらに北側には、現在ブロック数段の段差があるが、元は珊瑚石垣で台所からの水路があり、敷 
 地西側の、ため池に流れていた。またその主屋北側端の台所には、現状の外壁の外側に礎石が一 
 つ確認されており、現状より外側に外壁があったと推察される。 
  なお、どの部分かは確認できていないが、上妻家の別宅が「森ノ峯（森ノ嶺）」以外の地にあり、 
 一部を移築したとの伝承がある。（注６） 
  門は、昭和12(1937)年の古写真によると、現在の4本の控柱はなく門扉や袖壁・潜戸が設けら
れている。小さな棟札があり、昭和 60(1985)年 9月に台風で倒壊し、再建したとの記載があり、
この門は一部旧材を活用して修復された丸柱の武家門である。敷地西側は、現在市役所の職員用
駐車場として利用されている。 
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昭和6（1931）年 

昭和8（1933）年 住宅全景 
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昭和10年代（1935~1944） 
 



14 
 

昭和11（1936）年 

 昭和12（1937）年 
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昭和12（1937）年 
 

戦後 
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昭和25（（1950）年 

戦後 
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５ 文化財の価値 
●主屋（しゅおく） 
木造平屋一部二階、東西 19.336m 南北 15.024m、種子島では規模の大きい、一階部分約 209 ㎡

の武家住宅である。西之表市が平成 28(2016)年に所有し、平成 29(2017)年に登録有形文化財に登
録されている。これまで江戸末期（1830～1868）の建築で、昭和中期（1946～1965）に改修と考え
られてきたが、屋根裏の古文書と一緒に取り外された状態で発見された「棟札」によると寛延４
(1751)年、上棟時は家老職にあった「第30代上妻時雄（真雄）」の建築と記されている。 
主屋は、「へり（はなれ）」以外の主部と「へり（はなれ）」部分の２つの部分でから成る。主部は、

玄関周辺の部分が改造により減築改変されたと考えられ、「どま」の南側に玄関的な空間があったと
推察される。玄関部分を一部屋とすると東西方向の縦分割が三間取り（三列）、奥行（南北）方向に
も三間取り（三列）の計9つの部屋割りで構成されている。主屋主部の西側の六畳の「へり（はな
れ）」は、この地に元々あったか、もしくは移築されてきたものと考えられる。 
武家門より入り主屋の東南に「げんかん」があり、六畳の「げんかんのま」、八畳の「おもてのま」

が続く。この庭に面した主屋主部南側の床の間付き八畳の座敷「おもてのま」と和室六畳の「げん
かんのま」が主要な空間となっており、間口一間奥行き一尺五寸の本床を中心に左に明かり障子付
きの脇床を従え、右に天袋地袋を備えた書院棚がある。造作は比較的簡素で、内法に長押を廻らし
釘隠しで留めている。内法上の小壁は土壁（赤土壁）だが、座敷飾りの壁は板壁で、次の間となる
「げんかんのま」とは筬欄間と襖で区切られ、「おもてのま」側以外には長押がまわっていない。こ
の二室の南側には外縁があり、縁には「おもてのま」と「げんかんのま」の間に建具が設けられて
いた痕跡が残されている。 
「げんかん」は小屋組と古写真から判断し、２回改修され現状に至っている。「げんかん」北側の

鈎状の廊下部分は、廊下側の小壁に赤土壁が残されており、「なかのま（じろんま）」の南東隅柱の
鴨居と土間東南隅柱の梁の痕跡から、土間状の空間があったと考えるのが妥当である。 
「おもてのま」の北側、二列目に「おくのま」（6畳）、「なかのま（じろんま）」（10畳）、「どま」

（10畳 現洋室 2階への階段有）が並ぶ。「おもてのま」と「おくのま」間には、松が描かれた４
枚の板戸があり、取り外し教育委員会が現在保存している。「おくのま」には外縁があり、池のあっ
た北西の庭に面している。ここに隠居が休んでおり見舞いにきたとの伝承がある。この外縁は「お
もてのま」の西側裏につながっており、南側縁側に至る動線となっている。 
「なかのま（じろんま）」には囲炉裏があり、家族の生活の場であったと考えられ、天井裏まで土

壁が立ち上がっており、天井裏も煤で黒いこと、また周辺の類例から、当初は天井がなく吹抜だっ
たと思われる。225×225,240×240の大柱が東側に2本あり、また北西隅の柱は芯をずらして建て
られているが、小屋組は「なかのま（じろんま）」の周りの軸組みが全て一体に造られており、縦分
割で三間取り（三列）、奥行方向に三間取り（三列）の構成は、当初からの形状だったと判断される。
なお、西之表の古民家を見ると、「なかのま（じろんま）」の北西隅柱のように芯をずらした類例が
多い。囲炉裏は畳敷きに改変した際に、畳割に合わせて堀りごたつとして改修されており、位置が
若干ずれていると考えられる。囲炉裏を根太から釣っていた束材が床下に残置されており、旧状の
位置が確認できる。 
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「どま」（10 畳）は床下にタタキの痕跡が確認され、南側の鴨居の痕跡から日常の出入口空間が
あったと考えられる。2階への階段は明らかに後補のものである。この3室のさらに北側に、「なん
ど」（10畳 現フローリング）「じょちゅうべや」（4.5畳）「だいどころ」（9畳）があり、小屋組と 
床組から、当初から一体で造られ、「だいどころ」の一部は土間であったとも考えられるが今後の調
査による。「なんど」部分の西側は、「おくのま」からの内縁が伸びていたと推察され、その縁と思
われる部分に地袋がある。縁の外側には雨戸の跡が一部残り、地袋の上に障子等の敷居が壁内に残
置されている。小屋裏には下屋の痕跡は確認できず、簡素な板壁で塞がれていたと思われる。「なん
ど」は、この周辺では竹の床が組まれていることが多く、死者の体を清める湯灌に使われていたと
言われているが、現在未だ、その痕跡は確認できていない。 
また、この「なかのま（じろんま）」の東側「どま」及び北側「じょちゅうべや」「だいどころ」

の各部屋の間には鴨居がまわり、障子等で区切り使われていたと考えられる。これら北側の外部に
は雨戸の鴨居跡、無双窓跡が一部残っており、障子と雨戸、無双窓で外部と隔てられていた。北側
に後補の濡れ縁があるが、この辺りにも池があったと言われている。 
北側の東隅には、先の三間取り四方の外側に一部屋、土間があり、現状は室内から現在は行き来

できない構成となっているが、伝承によると以前は土間の台所として一体で利用されていた。主な
軸組みは主屋とつながっていないが、いつの時代に建築された部分か不明で、北西隅柱の外に、礎
石が残っていることから、旧来形状は現況とは異なっていたと考えられる。 
東坂和弘氏（注７）の所見によると、『現在の屋根に葺かれている桟瓦葺きは当初の屋根葺き材と

は考えにくい。第一に現在の屋根に葺かれている桟瓦および、敷地内に残存する瓦に江戸時代の物
が見当たらないこと、第二に屋根勾配が目視では 2.5 寸～3 寸で、桟瓦葺きの野地勾配としては緩
すぎる事である。江戸時代には薩摩藩で屋久杉や薩摩杉で手割り板を産出していることから、この
地域では江戸時代まで板葺き屋根が一般的であったと考えられ、現在の瓦下地である土居葺（注８）
が「掛け刃掛け戻し」の古式な板葺きとなっている。あるいは、在来の板葺きに桟瓦を載せたとも
考えられ、今後の解体調査によって明らかになることを期待する。』とある。一方、古文書からの検
証によると、種子島の民家の屋根は、明和年間安永年間頃までは草屋で、瓦葺きのはじまりは安永
6・７（1777・1778）年頃まで遡ると考えられており、屋根が当初瓦葺きだったか否かは現段階で
断定できない。 
主屋の西側に六畳の「へり（はなれ）」があり、「おもてのま」の東側の一間弱（約 1645mm幅）

の畳間を介して、独立した軸組みで建てられている。この「へり（はなれ）」の６畳の柱間の奥行寸
法は「おもてのま」の主構造と同寸だが、南側外縁の柱芯と「おもてのま」の外縁の柱芯がずれて
おり、外縁の幅が「おもてのま」より狭くなっている。 
主構造は明らかに「おもてのま」側の主屋主部と切れているが現在の屋根は一体で覆われている。

「おもてのま」の東側の約一間弱の畳間の天井裏に「おもてのま」の西側屋根が、その一体となっ
た屋根の下に残されており、主屋主部竣工後に「へり（はなれ）」が移築されたと考えられる。しか
し、地元大工の棟梁によると、材はこの「へり（はなれ）」の方も同様に古いと判断しており、「へ
り（はなれ）」が当初からあり主屋主部が増築されたのか、主屋主部新築と同時期か建築後に移築さ
れたかは確定できない。今後の調査により最終的判断されようが、この一間弱の畳間の北側外壁、



19 
 

南側「こげんかん」が簡易的な造作で、当初の形態が不明である。 
この「へり（はなれ）」は、古写真から判断し東と南に外縁が回っており、隠居部屋としても使わ

れたようで、伝承では「茶室」とも呼ばれていた。６畳間にも関わらず、北側に一間の床、西側に
半間の違い棚（天袋・地袋付）、南側に半間の書院（天袋・地袋付）が設えられており、書院の天袋 
内の土壁は鉄分の多い荒壁土が、黒色に硫化して錆び壁の趣を醸し出している。外縁の敷居には縁
長押があり、東側の約一間弱の畳間側の敷居には落し錠の痕跡があり木戸があった可能性がある。
鴨居は見付が細く、鴨居の上部に内法貫があり、その上に鴨居とほぼ同寸の壁止が廻り、その上が
現状では土壁となっている。「へり（はなれ）」には内法長押を廻らす納まりとなっているが、何ら
かの事情で内法長押の取付けを断念したと考えられる。また、「おもてのま」側の地盤面は整地し均
されているが、「へり（はなれ）」側はまったく均されておらず、地盤が突き固められず、礎石の大
きさも異なっている。鴨居高さは「おもてのま」が1750mm、「へり（はなれ）」は1740mmと少し
低い。 
 上妻家系図に、寛文元(1661)年第 27 代上妻家当主「秀隆」が鹿児島の種子島屋敷勤めを終え帰
島し、「森ノ嶺」に居住の記載があることから、「へり（はなれ）」が当初からあったと考えると、江
戸中期以前の建築だった可能性もある。南側に半間の書院（天袋・地袋付）の外に雨戸の戸袋があ
るが本来はこの戸袋は別位置にあった推察され、「へり（はなれ）」の「こげんかん」は、賃貸する
際等も含め幾度か改修されたと考えるのが妥当であろう。 
以上から、旧上妻家住宅は、ほぼ三間取り×三間取りの大規模な古民家で、月窓亭（西之表市指

定文化財建造物：種子島家住宅）等に見られる「おもてのま」・「げんかんのま」・「げんかん」の配
置、家族の主室となっていた「なかのま（じろんま）」の構成・「げんかん」北側の土間の出入口等々
西之表麓の古民家の特徴が残り、地方的特色において顕著な遺構である。 
鹿児島県内の文化財には、祁答院家住宅（1661-1750 伊佐市）、二階堂家住宅（1809 肝付町）、

古市家住宅（1846 中種子町）、旧増田家住宅（1873頃 薩摩川内市）、泉家住宅（1875 奄美市）
の５件の重要文化財の住宅があり、棟札に記された寛延 4(1751)年の建築とすると、祁答院家住宅
に次ぐ歴史があり、遺構の規模としてもそれらより大きい住宅である。鹿児島の歴史的建造物の中
で重要な価値があるにとどまらず、棟札と同時に発見された大量の古文書からも、特に西之表にお
ける上妻家の歴史的価値は重要で、地域の特徴を示す貴重な遺構である。 

 
●門 
旧上妻家住宅門として平成29(2017)年に登録有形文化財に登録。主柱を磨き丸太とする腕木門 

である。現在は両側に塀と４本の控柱で支えているが、古写真では４本の控柱はなく、門扉・袖壁・
潜戸が設けられている。今回の調査で棟札らしき板書きが確認され、昭和60(1985)年の台風で倒壊
し再建されたことが判明した。現在は写真で確認される門扉の痕跡等が主柱にないが、古写真に見
える丸太柱や腕木による形式は忠実に守られている。現在の柱は飫肥杉と考えられ軸組は修復時に
新材に変えられているが、イヌマキの懸魚・蟇股等は当初材と考えられる。この旧上妻家住宅門は、
県内では５件の住宅門の登録有形文化財の一つで、丸太造りの武家門は珍しく、昭和初期の写真の
形態が継承されており、貴重である。 
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●庭 
古写真では、「げんかん」廻りに高木と生垣あり、それらの古写真と伝承から、武家門から「げん

かん」に至る庭周は昭和期に大きく造り変えられている。一方、敷地周りの中高木が防風林として
の役割を担っており、建屋の維持に不可欠である。特に敷地外縁の樹木は、西之表麓の特徴の一つ
でもあり、継承することが必要である。樹木調査をはじめとする庭の調査を実施し、保存樹木等の
選定が望まれる。 
 
（注１） 上妻家系図より。 
（注２） 第38代上妻家当主上妻宗長氏（昭和18「1943」年生）からの聞き取り 
（注３） 公益財団法人 文化財建造物保存技術協会福岡監理事務所技術参与 
（注４） 第38代上妻家当主上妻宗長氏（昭和18「1943」年生）からの聞き取り 
（注５） 第38代上妻家当主上妻宗長氏（昭和18「1943」年生）からの聞き取り 
（注６） 第38代上妻家当主上妻宗長氏（昭和18「1943」年生）からの聞き取り 
（注７） 公益財団法人 文化財建造物保存技術協会福岡監理事務所技術参与 
（注８） 地元では平木（ひらき）と呼んでおり、土葺きの桟瓦葺きには野地板がなく平木（杉板を 
   30㎝角程度にスライスした板）を下地とし、その上に土、漆喰等を重ね瓦を敷き込んでいる 
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６ 建物の平面図（通常望見できる範囲）・立面図 

旧上妻家住宅平面図（通常望見できる範囲） 
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１階・２階平面図 
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東側・西側 現況立面図 
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南側・北側 現況立面図 
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７ 建物外観の３D映像 
  2階増築の際に隅木が切断され、構造的に不安定な状態にあり、また、台所・風呂も後補の増 
 築ため、それらを解体撤去し、建造物の保護をはかることとする。その際、２階増築前の玄関周 
 りの形状について検証するため、３D映像を制作した。 

 
外観 現況の３D画像1 
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外観 現況の３D画像2 
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外観 現況の３D画像3 
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外観 現況の３D画像4 
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外観・内観 現況の３D画像 
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内部 現況の３D画像1 
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内部 現況の３D画像2 
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第4節 文化財保護の経緯 

１ 保存事業履歴 
平成24年度（2012） 上妻家住宅立面図・住宅内平面図、鉄砲館により作成 
 上妻家住宅所蔵史料（55点）の調査を鉄砲館が実施 
 調査を終えた史料（55点）、上妻氏より鉄砲館へ寄託される 
平成25年度（2013） 文化庁 稲垣調査官 住宅調査（国登録有形文化財建造物候補のため） 
平成27年度（2015） 鹿児島県文化財保護審議会（建造物担当）揚村委員住宅調査 
平成28年度（2016） 旧上妻家住宅西之表市取得、住宅内所蔵の史料調査開始 
平成29年度（2017） 主屋・門 国登録有形文化財（建造物）に登録 
 文化庁 西調査官   住宅調査 
平成30年度（2018） 文化庁 小沼調査官 住宅調査 
令和元年度 （2019） 敷地内建物6棟解体工事実施（経年劣化で危険な建物） 
令和２年度 （2020） 住宅耐震診断調査実施 
令和３年度 （2021） 旧上妻家住宅保存活用計画策定委員会設置 
 旧上妻家住宅保存活用計画策定委員会開催（3回） 
 旧上妻家住宅専門家による調査実施 
 文化庁 黒坂調査官 旧上妻家住宅調査（県教委坂口文化財主事 同行） 
令和4年度 （2022） 公益財団法人 文化財建造物保存技術協会 東坂技術参与招聘 指導・助言 
   旧上妻家住宅保存活用計画策定委員会開催（2回） 
   旧上妻家住宅専門調査実施、敷地内測量、立木調査 
          保存活用計画策定 
 
２ 活用履歴 
平成24年（2012） 民俗学者「下野敏見」先生と巡る「種子島コアな旅」にて 
   上妻家住宅、一般へ初公開される。 
平成29年（2017）①住宅及び史料一般公開 6/3～10  来場者501人 
平成29年（2017）②住宅及び史料一般公開 8/19～26 来場者数234人 
平成29年（2017）③住宅内「種子島西之表市いけばな展」開催 11/25～26 来場者数450人 
平成30年（2018）①住宅内「大野雅人写真展」開催 12/7～9、14～16     来場者数230人 
令和元年 （2019）①住宅内 「種子島西之表市いけばな展」開催 11/23～24来場者数400人 
 
第5節 保護の現状と課題 

１ 保存の現状と課題 
 ア 現状 

当該文化財建造物は棟札によると寛延4(1751)年に建築され、平成28(2016)年７月に市が購 
   入するまで、住居として使用されており、幾多の増築・改修がなされているが、縦分割で三間 
   取り（三列）、奥行方向に三間取り（三列）の構成は、後の増築によるものではなく、当初か  
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    らの構成と推察される。「おもてのま」に隣接する「おくのま」、「げんかんのま」及び南側の縁 
  の長押には釘隠が施してある。 

 建物内部の床や天井などに一部新建材を用いた改修が行われているが、床（とこ）廻りは創 
 建時のものと考えられる。縁等は、床材の上に新建材が施されており、その下に古い床板が確 
 認できる。また、敷居が浮いている箇所が散見される（おもてのま、へりなど）。 

 天井は本来吹き抜けであった部分に新たに天井板が施されている部屋があり、天井板を撤去 
すると創建時の天井が確認できる。柱には天井材を入れるための改修の痕跡が散見される。 
 ２階部分は創建当初はなかったと考えられ、隅木を切断して増築されている。床下について 
は随所で大引・ウドコ（大床）の下に木材を入れて当初より補強している。また、蟻害を被っ 
ている根太・ 大引が「おもてのま」で確認できる。「おもてのま」南側の縁側の梁・桁に蟻害 
が多く見られる。 
 外部について、屋根材は瓦葺きで、所々瓦に欠け等が見受けられる。瓦は部分的に葺替えが 
行われていると思われ、瓦が統一されていない。また、瓦の目地に充填されている漆喰やモル 
タルが、経年劣化により亀裂している箇所が多々あり、軒部分では下に落下する危険性が憂慮 
される。当初から桟瓦葺きか否か確認されておらず、2階の減築工事の際に調査が必要である。 
 屋根は所々傾斜している箇所がある。雨樋には所々に草が生えており、雨天時に排水ができ 
ていない可能性が考えられる。また、内部には台所・風呂・トイレが増築時に設置されている 
が、現状使用されていない。外壁材は板材、合板、モルタル等の新建材が用いられているが、 
亀裂、欠損、剥離等が随所に見られる。また、建具はアルミサッシなど新材に変更されている。 

  敷地南側に面している門は、東側の主柱が落ち込んでいるため、控柱と繋ぐ控貫が主柱に向 
 かって３度ほど傾斜している。また、下部の控貫はその影響で割れている。 

 木造建築であるため、防火設備が必要不可欠であるが、消火器が設置してある程度で火災報 
知器や消火栓などの消火設備が不十分である。外部の電源コンセントなどがむき出しのものも 
あり、漏電の危険性がある。室内には動物の痕跡（柱等に齧られた痕跡）が見受けられるので 
電線等を齧られて漏電する恐れがある。 
 建物が高台に所在し、かつ周囲が樹木で覆われ、外部から見えにくいため施錠していたとし 
ても、侵入される危険性が考えられる。 

 イ 課題 
 ・後世の改造により、当初の景観が著しく損なわれており、構造的にも不安定な状況となっ 
 ていることから、これらを修正し復旧する必要がある。2階部分は、隅木を切断して増築さ 
 れているので、創建当初はなかったと考えられ、撤去し補強・改修することが望ましい。主 
 屋の2箇所の便所、２箇所の風呂は、後補の増築で本来の外観の美しさを損なっていると考 
 えられ、撤去し復元することが必要である。 
 ・耐震補強の進捗に合わせて、基礎伏図、軸組図、各軸断面図、小屋組詳細が必要である。 
 ・台所廻りは改変が激しいため、痕跡と伝承、あるいは類例から復元することが望まれる。 
 ・雨漏りにより天井・畳が傷んでいる箇所があるため屋根の補修確認及び改修が必要。 
 ・各所に蟻害による破損箇所が見られるので材の交換等の処置が必要である。 
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 ・防火設備や防犯カメラの設置など、防火・防犯対策が必要である。 
 ・白蟻駆除の残存薬剤などの有害物質や蟻害防止の調査が必要である。 
 ・耐震補強の必要がある。 
 ・公開活用する際には、電気・水道設備を設置する必要がある。 

 ウ 調査前の現状 

        おもてのま（西面）           げんかんのま・縁（南面） 

      なかのま・だいどころ（西面）            げんかん（東面） 
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 げんかんのま（西面）、おもてのま・縁（南面）          天井裏（なんど）の状況 
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平面東側現状図 

 
                    平面中央現状図 
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平面西側現状図 
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外部東面現状図 
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外部西面現状図 
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外部南面現状図 
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外部北面現状図
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門現状図 
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住宅周囲の現状 
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２ 活用の現状と課題 
 ア 現状 

旧上妻家住宅は、平成29(2017)年、国登録有形文化財（建造物）に登録後、令和元(2019)年
 まで、5 回の一般公開を行い、島内外から多くの方に来場していただいた。いけばな展や写真
 展、住宅内で発見された史料展などとあわせた公開は、たいへん好評であった。 

令和２(2020)年以降は、住宅の専門調査及び耐震診断調査での耐震強度不足により一般公開
 は行っていない。 
 イ 課題 

公開にあたり、住宅は後世の改造により、当初の景観が著しく損なわれている部分があり、
 構造的にも不安定な状況であることから、これらを修正し復旧する必要がある。そのため、便
 所等を撤去するにあたり、公開により必要となる便所等を、敷地内に新たに設置する必要があ
 る。必要となる管理諸室については、主屋の一部を活用するか、敷地内に新築するか今後の検
 討による。活用面では、武家社会南限地に残る武家屋敷としての歴史・文化の発信、周辺の歴
 史的環境と一体となった観光ルート施設、落ち着いた雰囲気を生かした、市民の学習・文化活
 動施設としての利活用を検討し、地域振興につなげていく必要がある。 
 
第6節 計画の概要 

１ 計画区域 
 当該文化財建造物本体の立地する旧上妻家住宅の敷地全体を計画区域とする。 
 設定区域   旧上妻家住宅の敷地 （西之表市所有） 4,896.72 ㎡  
 区域の設定内容 当該文化財建造物の保全と外観、利活用を促進する範囲 

 
２ 計画の目的 

 棟札から創建年代が江戸中期とされる武家住宅であり、種子島内においても数少ない同時代の 
建造物の一つである。当時の建築様式を伝える文化財としての価値を損なうことがないよう耐震 
補強と保存管理の方法を定めるとともに、本市の歴史文化に関する情報発信、観光ルート、市民 
に親しまれる施設として、当該文化財建造物の性格を考慮したうえで、活用方法のあり方を検討 
し、文化財の保存と適切な活用の両立をめざす計画の策定を目的とする。 

 
３ 計画の基本方針 

 住宅は後世の改造により、当初の景観が著しく損なわれており、構造的にも不安定な状況であ 
ることから、これらを修正し復旧しながら、当該文化財建造物の文化財としての価値の維持向上 
を基本として、保存活用を図る。 
 管理方針としては、武家社会南限地である武家屋敷として、本市の歴史・文化を発信する。ま 
た、周辺の歴史的環境と一体となった観光ルート施設として親しまれ、さらには広く市民の学習・ 
文化活動に寄与できるように定めるものとする。 
 住宅内で発見された古文書類をはじめ、歴史的な文化財の資料展示を行うなど、地域の歴史的 
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背景や価値を広く普及できるものとする。 
 

４ 計画の概要 
 本計画（案）は以下の５項目について定める。 
① 保存管理計画 
登録文化財である旧上妻家住宅主屋及び門について、文化財としての価値の所在を明らかにし、

 これを良好に維持するための保護の方針と管理の方法について定める。 
② 環境保全計画 
旧上妻家住宅は、市街地にあって現位置に保存されている。敷地内の保存環境の維持、整備の

 方針を定める。 
③ 防災計画 
旧上妻家住宅において想定される人的災害及び自然災害について、予防と対応の方策を定める。 
④ 活用計画 
旧上妻家住宅の活用と公開について方針を定める。あわせて効果的な資料展示及び必要な施設

 整備について定める。 
⑤ 保護に係る諸手続き 
保存管理計画、環境保全計画、防災計画及び活用計画の内容に即して、文化財保護法及び関係

 法令に基づき必要な届出、協議等の手続きを定める。 
 
５ 計画の周知及び見直し 

 この計画を策定した西之表市教育委員会は、市民及び関係機関等に対しこの計画の趣旨を周知 
するよう努める。また、今後の調査研究等の進展や社会情勢の変化を踏まえ、必要に応じてこの 
計画の見直しを行うこととする。見直しに係る手続については、「第６章 保護に係る諸手続」、「第 
２節計画の改訂について」に記載する。 
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第２章 保存管理計画 

 
第1節 保存管理の現状 

１ 保存状況 
 外観は改修や増築が繰り返されており、現時点では建築当初の状況を知ることは難しい。構造 
体は、建物外壁にはモルタルやベニヤなどの新建材が用いられている。床面について、畳は定期 
的に張替えられている。板の間は創建時と考えられる板の上に新建材が張られている。天井は、 
本来吹き抜けであったと考えられるが、改修により新たに天井板が施されている。そのため、柱 
には天井をはめ込むための痕が残っている。外部建具はアルミサッシなどの新建材に変更されて 
いる。 
 屋根は、瓦葺きで度々葺き替えられている。袖瓦の目地には漆喰やモルタルが充填されている 
が、劣化により亀裂が入っており、落下の危険がある。 

 
２ 管理状況 

 現在は西之表市教育委員会が管理している。 
 
第2節 保護の方針 

１ 保護方針の設定 
 主屋は、寛延４(1751)年に建築されたと考えられ、2階部分、台所・風呂・トイレなどの増築 
や改修により当時の姿は損なわれており、現時点では建築当初の状況を知ることは難しいが、増 
築部分の撤去および復旧を検討し、２階増築前の姿に復原し保存することを保護の方針とする。 
 主要な構造及び創建当初と判断できる各部材は、材料自体の保存を行い、変更されている部分 
はできる限り旧来の材質、工法を踏襲し旧状に戻して保存する。 
 内装、内部建具等は、創建当初と判断できる部材については、材料自体の保存も考慮しつつ、 
材料の形状、材質、仕上げ、色彩等の保存を行う。 
 その他、改修、増築等により原状が失われている部分、活用及び補強のため改造が不可欠とな 
る部分は、改修等に際して、建物の雰囲気を損なわないよう意匠上の配慮を行うこととする。 
 門は、令和４(2022)年の調査で棟札らしき板書きが確認され、昭和60(1985)年の台風で倒壊し 
再建されたことが判明した。現在は昭和12(1937)年の写真で確認される門扉の痕跡等が主柱には 
ないものの、その姿は昭和12(1937)年以前の姿を忠実に継承している。軸組は、修復時に新材に 
変えられているが、懸魚・蟇股は当初材と考える。 
 保護の方針としては、昭和 12(1937)年の写真のとおりに忠実に修理を行い、当時の姿に戻し、 
保存するものとする。 
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２ 部分の設定と保護の方針 
 外部については屋根、外装（各面）を、内部については各部屋を「部分」の単位として保護の 
方針を設定する。「部分」は保存部分、保全部分、その他の部分に区分する。 
 当初の意匠、保存状況、活用方針等を検討して区分を行う。 

 
 
 
 
部分の設定 保存部分 保全部分 その他の部分 

部分の内容 

・当初の仕様が多く残る 
・文化財としての価値を特に
有する範囲 
・主に基準 1、基準 2 の部位
によって構成される 

・当初の仕様が部分的に残る。 
・全体の雰囲気に倣った改装
が行われている範囲 
・主に基準 2、基準 3 の部位
によって構成される 

・大幅に改装されている範囲 
・後に増築されている範囲 
・主に基準 4、基準 5 の部位
によって構成される 

保護の方針 

・現状の維持に努める 
・修理時には付加・改変されて
いる保存活用上必要な部位の
撤去を検討する。 

・現状の維持に努める 
・修理時には、整備年代に即し
た復原・整備を検討する 

・修理時には整備年代に即し
た復原・整備を検討する 
・活用に応じた整備は全体の
意匠に配慮する 
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主屋 部分の設定区分図（平面図） 
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主屋 部分の設定区分図（外観） 
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主屋 部分の設定区分図（外観） 
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門 部分の設定区分図（外観） 
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３ 部位の設定と保護の方針 
「部位」とは、一連の部材等（室内の壁面・床面・窓等）を単位として設定される区分で、各部 
分は各部位によって構成される。部位の区分を基準 1 から基準 5 に設定し、それぞれ当該建物 
における適用箇所を示す。 

  
基準 区分 当該建築における適用箇所 

基準１ 
材料自体の保存を行う部位 
主要な構造に係る材・当初の部材等 

建物の構造材：木造軸組、小屋組、基礎 
内装：天井面、床面、板壁、釘隠 

基準２ 

材料の形状・材質・仕上げ・色彩等の保
存を行う部位 
定期的に材料の取替え等を行う補修が
必要な部位 

外装：瓦屋根 
内装：土壁（当初）、天井面、床面、戸 

基準３ 
主たる形状及び色彩を保存する部位。 
活用又は補強等のため変更が必要な部
位 

内装：畳、壁、天井面（旧来の天井を塗装）、 
障子、ふすま、地袋 

基準４ 
修理・改造等を行うにあたり、意匠上の
配慮を必要とする部位 

内装：新建材（土壁、天井、床面、壁） 

基準５ 所有者等の自由裁量に委ねられる部位 
外装：建具 
内装：新建材 
（壁、天井、床、建具、照明器具など） 
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４ 部位の設定区分（写真） 
①主屋外観 
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②主屋内部 
おもてのま 
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おくのま 
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なかのま（じろのま） 
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げんかんのま 
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66 
 

縁 
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なんど 
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69 
 

じょちゅうべや 
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どま 
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縁

 



74 
 

 



75 
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へり（はなれ） 
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縁 
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げんかん（玄関） 
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こげんかん（小玄関） 
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廊下 
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だいどころ 
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物置 
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浴室 
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洗面所 
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便所 
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台所 
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浴室 
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2階 
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門 
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③その他の構成要素の現状と課題 
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 ア 石段・石垣（①、②、④、⑤、⑥） 
 門南側の石段及び石段から東西に積まれた石垣は保存区域とする。石垣は石材に残る矢穴寸

 法（５㎝程度）や、石垣に間知石が谷積みされていることから、近代以降に構築されたと考え
 られる。 

昭和初期に門前で撮影された写真には当該石垣も写っている。なお、東側の石垣は庭木の影
 響により孕みが見られる。また、石垣下から東西に伸びるスロープは、昭和初期に撮影された
 写真や、聞き取りによると、階段であった。 
 イ 敷地東側のコンクリート擁壁（⑪、⑬） 

敷地東側斜面の整備時期は不明であるが、コンクリート擁壁によって補強されている。東側
 の道路は昭和45(1970)年に市道田屋敷榕城校線に指定されている。 
 ウ 敷地西側のコンクリート擁壁（⑨、⑩） 

敷地西側法面は鹿児島県による総合流域防災（急傾斜）工事により、コンクリ―ト擁壁で補
 強されている「平成 21(2009)年 2月完成」。なお、旧上妻家住宅敷地から北及び南側は急傾斜
 地崩壊危険区域に指定されている。 

 エ 敷地北側ブロック塀（⑭） 
敷地北側にはブロック塀が設置されているが、大きな亀裂が入っているため倒壊の危険性が

 ある。 
崖下には県道西之表南種子線「昭和51(1976)年指定」が通っており、交通量も多く倒壊した

 場合は危険である。 
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第3節 管理計画 

１ 管理の体制 
 当面は、西之表市による管理体制を継続するものとする。建造物の維持管理を行い、市民及び  
観光客が利用しやすく親しめる施設として管理運営を行う。 

 
２ 管理の方法 
 ア 保存環境の管理 

市は、当該文化財建造物とその周辺を常に清潔な環境として保持し、適切かつ良好な状態で
 管理する。また、法とそれに基づく諸規定に従い、消防設備等施設管理に必要な保守点検、メ
 ンテナンスを定期的に実施する。 
 イ 建造物の維持管理 

維持管理にあたっては、修繕が必要と考えられる状態が発生した場合は、記録をとり今後の
 保存修理の参考資料とする。 
 ウ 管理上の留意点 

管理する施設が文化財建造物であることに十分留意し、建造物に損傷を与えるような行為は
 避けることとする。 
 
第4節 修理計画 

１ 保存及び公開活用に必要な修理等の措置 
現段階で保存及び公開活用の安全、便益確保のため、今後必要と考えられる修理等は以下のと

おりである。 
・耐震設計による耐震補強 
・増築部分の撤去と建造物の復原及び補強（後世の改造により、当初の景観が著しく損なわれてお
り、構造的にも不安定な状況となっていることから、これらを修正し復旧する必要がある。） 
 
２ 今後の保存修理計画 

古写真や文献等の探索調査を継続し、さらに建造物の調査も行いながら、創建当時の姿を明ら
かにする。主屋の「はなれ（へり）」との結合部分や当初の屋根形状が不明であることから、2階
増築前の形態に復原していくことを基本とする。ただし、復原することで建物の損傷を招く恐れ
があると推測される場合は、文化財建造物の雰囲気を損なわない範囲で最適な方法を検討する。 

 
３ 管理計画 
 ア 管理体制 

 担当部局 西之表市教育委員会社会教育課文化財係（種子島開発総合センター鉄砲館内） 
 イ 管理方法 

１）保存環境の管理 
（ア）清掃・整頓に関する事項 
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市及び業者による除草清掃を行う。また、担当職員による巡回点検を行う。 
（イ）日照・通風の確保に関する事項 

巡回点検時に住宅窓の開閉を行う。 
（ウ）蟻害・虫害・腐朽防止に関する事項 

担当職員による巡回点検を行い、必要な措置を行う。 
（エ）風水害に関する事項 

台風時等の雨天荒天時には、担当職員による巡回点検を行い、被害を確認した時はその破
 損規模にかかわらず応急措置を施し、鹿児島県教育委員会及び文化庁へ報告する。 

（オ）その他 
活用計画の実施にあわせて管理計画の見直しを行う。 

２）建造物の維持管理 
修理届を要しない小規模修繕等、管理のための行為の内容について、第２章保存管理計画

 第４節修理計画、4修理計画に定める。 
 

４ 修理計画 
 ア 当面必要な維持修理の措置 

 本格的な修理を行うまでの間、現状を保つために必要最低限の維持修理を行っていく。台風
 常襲地帯であることから、屋根材、外部建具、外装材の被災箇所の応急的な軽微な修理につい
 ては、現状変更を不要とする。 
 イ 修理届の事前届出を不要とする行為 

 以下の修理に当たっては、過去に同様の修理を複数回担当した建築担当者の監督の下実施す
 る場合は、修理届の事前届出を不要とする。判断に迷う場合は鹿児島県教育委員会・文化庁に
 相談する。 

 １）経年劣化による床材の破損部分の修理。同質同材を用い、現状と同様の施工方法により、
 概ね3㎡以下の修理を対象とする。その頻度は、修理の必要が生じたとき随時とする。 

 ２）経年劣化による建具の金具類の修理。同様の材による交換とする。その頻度は、修理の必
 要が生じたとき随時とする。 

 ３）経年劣化による外壁の破損部分の修理。同質同材を用い、現状と同様の施工方法により、
 概ね３㎡以下の修理を対象とする。その頻度は、修理の必要が生じたとき随時とする。 

 ４）外壁の傷んだ部分へのペンキ等の塗布。同色・同素材による窓枠周辺等のみの小規模な上
 塗りを対象とする。その頻度は１年に１回程度。 

 ５）経年劣化による後補の構造材の柱及び梁、小屋組、土台、礎石、基礎の破損部分の修理。
 主たる形状および色彩を保存し、現状と同様の施工により行う修理を対象とする。その頻度
 は、修理の必要が生じたとき随時とする。 
 ウ 日常管理行為等に係る修理 

 以下の修理については、日常管理行為として修理届を不要とする。ただし２）及び３）につ
 いては、建築担当者の監督の下、文化財への影響が最小限となるよう配慮して実施する。判断
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 に迷う場合は鹿児島県教育委員会・文化庁に相談する。 
 １）部位設定において基準４又は５の部分で、基準１又は２の部位に影響を及ぼさない修理等。 
 ２）機器設置及び更新等に伴う配線・配管等のため、必要最小限の釘やビス（直径５ミリ程度）

 で固定する行為。 
 ３）機器設置及び更新等に伴う配線・配管等のため、必要最小限の開口（直径10cm程度まで）

 の穴をあける行為。 
 ４）窓ガラスが破損した場合、一般入手可能なフロートガラス等に交換する行為。 
 ５）風雨等により屋根が飛散した場合、その部分を別工により葺き直しする行為。なお、修理

 等で交換した建具の金具、下見板等の交換材については、目安として、下見板は1枚から数
 枚、役物（くりがた付など）はその部分全体、一丁物は一丁全体を保存するものとするが、
 判断に迷う場合は鹿児島県教育委員会・文化庁と協議する。 
 エ 旧上妻家住宅修理方針検討委員会 

 住宅の修理改修等を行うにあたり、文化財建造物として適切な保存及び活用に必要な整備内
 容について、専門的な立場から調査及び審議するとともに、保存修理にあたって必要な指導及
 び助言を受けるため、旧上妻家住宅修理方針検討委員会を設置する。 

 
５ 整備の基本方針（整備スケジュール） 
  整備については、現況が後世の改造により、当初の景観が著しく損なわれており、構造的にも 
 不安定な状況となっていることから、これらを修正・復旧しながら、以下を整備の基本方針とす
 る。 
  ①安心安全な公開活用のための保存整備 
  ②文化財的価値を高め、かつ持続的な公開活用に供する整備 
  なお、整備を進める間に得られた知見を基に、整備内容・整備スケジュールについては、予算 
 面も考慮しながら、随時修正していくものとする。 
  
 ア 令和5年度  
   内容 安心安全な公開活用に係る耐震補強対策のため、解体工事・調査を実施する。 
      現況図面作成、地盤調査、部分解体工事、構造及び痕跡調査、復旧方針の検討 
      調査内容・工事内容記録 
 イ 令和6年度  
   内容 安心安全な公開活用のため住宅の耐震補強工事を行い、修正・復旧を行う。 
      部分解体工事、構造及び痕跡調査、実施設計図作成、耐震に係る修正・復旧工事 
      調査内容・工事内容記録 
 ウ 令和7年度 
   内容 安心安全な公開活用のため住宅の耐震補強工事を行い、修正・復旧を行う。また、持 
     続的な公開活用に供する修理改修工事を行う。 
      実施設計図作成、耐震に係る修正・復旧工事、外壁の修正・復旧工事、内部の修正・ 
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      復旧工事、建具の修正・復旧工事、電気配線、水道、防災・防犯設備検討、植栽計画 
      検討、工事内容記録 
 エ 令和８年度 
   内容 持続的な公開活用のための修理改修工事及び施設整備に向けて設計を行う。 
      内部の修正・復旧工事、建具の修正・復旧工事、便益施設・展示施設・外構・植栽設 
      計、修理改修報告書作成 
 オ 令和9年度以降 
   内容 持続的な公開活用に係る施設等の整備を行う。 
      案内看板、屋外トイレ、（仮）管理室、（仮）管理用道具保管庫、（仮）資料保管室、 
      展示設備、（仮）休憩所、駐車場、外構・植栽工事実施 
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第３章 環境保全計画 
 
第1節 環境保全の現状と課題 

１ 現状 
 当該文化財建造物の立地する敷地は、史跡としての指定はない。平成 27(2015)年まで主屋は、 
住居として利用されていた。敷地内には登録文化財である主屋・門の他、建造物として近年に建 
てられた2棟の住宅（借家として利用、市取得時は廃屋状態）、ブロック作りの倉庫2棟、かつて 
使われていた外トイレ（汲み取り式）、駐車スペース用の付帯構造物が所在していたが、経年劣化 
のため破損が著しく倒壊の恐れがあることから安全面を考慮し、令和１(2019)年解体工事を行い、 
全て撤去した。 

  南側の庭園にはソテツ・サンダンカ・ヒトツバが植栽され、種子島の武家屋敷特有のものであ  
 り、創建当時の面影を思わせるものである。 

 敷地内西側の境界は、総合流域防災（急傾斜）工事が鹿児島県により行われ、平成21(2009)年 
2月に完成している。敷地内西側の一部は、西之表市職員用の駐車場として利用されている。 
 敷地内全体は、「森ノ峯」と呼ばれ、代々種子島家の重要な家老職を務めた「上妻氏」の居宅が 
あった地であり、周辺は意図的に植林がなされている。 
 

２ 課題 
・敷地内の雨水排水設備の機能を検証し、雨水排水経路の確認を行い、湿潤な状況が建物の腐

 朽に影響を及ぼすことを回避し、管理上支障のない計画とする。また、主屋の北側にブロック
 の擁壁があるが、伝承により珊瑚の石垣だったことが判明しており、排水経路の検証を反映さ
 せた北側の池と水路について可能な範囲で修景を行う。 

・敷地内は度々改変が行われており、創建時の外構の佇まいを知ることは難しい。 
・敷地内に植栽されている植物については、近年植栽された島外産のものも見られることから、 

 調査・整理が必要である。また、植栽の剪定等の管理が必要である。 
・今後活用を図る上での駐車場とサインの整備。サインは地域全体のサイン計画を反映。 
・バリアフリーアクセスについて検討し、車椅子等で見学できる動線を確保する。 
・土砂災害警戒区域等には指定されていないが、南側アプローチの状況は万全とは言えない為、 

 土砂災害警戒情報などが発令された時は、公開を中止し、利用者を近隣の避難所へ避難させる
 などの方針を定める必要がある。 

・可能な範囲で、敷地内とアプローチ廻りの電柱及び電線の修景を実施する。 
 
第2節 環境保全の基本方針 

旧上妻家住宅主屋・門は現位置で保存し、種子島に残る武家屋敷として活用を図っていくもの
 とする。そのため次の2点を基本方針とする。 
 ①文化財建造物として、2階増築前の姿に復元し保存しながら、外観・内部を観察することが  
 できるようにする。 
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 ②敷地内は美観を損なわないように適正な管理を行うものとする。 
 
第3節 区域の区分と保存方針 

文化財建造物保存の観点から、当該文化財建造物の敷地内において「保存区域」・「保全区域」・
 「整備区域」に区分する。 
１ 保存区域（文化財建造物の雨落までの敷地） 

建造物の保護に不可欠な区域であり、原則として新たに建造物を設けず、建造物及び雨落の保
存修理のみ行う区域とする。ただし、復原にかかる構造物等及び管理防災上所有者が必要と判断
した建造物については、設置ができるものとする。 

 
２ 保全区域（文化財建造物の外観を保持するための敷地） 

保存区域に隣接し、当該文化財建造物の外観を保持するために、この区域内では建造物等の新
築・増改築等の変更は、原則として行わないものとする。ただし、当該文化財建造物の管理若し
くは防災上所有者が必要と判断した建造物については、設置ができるものとする。 

 
３ 整備区域（保存・保全区域以外の当該文化財建造物の敷地） 

当該文化財建造物の防災及び活用のため必要な区域で、当該文化財建造物の保存、管理、活用
のために必要な整備を行っていくものとする。但し、外構部の植栽については景観に配慮しなが
ら保全し、防風対策を兼ねるものとする。 

   旧上妻家住宅敷地内 保存・保全・整備区域 
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第4節 建造物の区分と保護の方針 

計画区域内にある国登録有形文化財以外の建造物（工作物を含む）を「保存建造物」、「保全建
 造物」、「その他の建造物」の三者に区分し、その対象と保全方針について次のように定める。 
建造物の区分と保全方針 

区 分 対 象 保全方針 

保存建造物 
石垣 
石段 

文化財の歴史的環境を構成する重要な要素と認められる
ものであり、学術調査に基づく建造物の価値向上を目的と
した保存修理及び防災上必要な事業以外は、原則として行
わない。 

保全建造物 
古石塔 
手水鉢 2基 
井戸 

文化財の歴史的環境を構成する要素と認められ、適切な位
置での維持、保全を図る。 

 石造物 
文化財の活用のために必要な整備を行うことができる建
造物であり、所有者の自由裁量に委ねる。 

その他建造物 門柱 
 ブロック塀 

 保存・保全・その他の建造物位置図 
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石垣西側 石段 

  
石垣東側 古石塔 

  
手水鉢１ 手水鉢２ 
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井戸 石造物 

  
門柱 ブロック塀１ 

  
ブロック塀２南側より ブロック塀3西側 
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ブロック塀３東側 ブロック塀4 

 
第5節 防災上の課題と対策 

延焼の恐れのある旧上妻家住宅敷地内に、火災の原因となるようなものは見られないが、道路
 を挟んだ南側には木造の建造物（民家）が数件ある。旧上妻家住宅で発生した火災が周辺民家に
 延焼したり、逆に周辺民家で発生した火災が旧上妻家住宅に延焼したりすることも考えられる。
 また、旧上妻家住宅敷地周囲には植樹がなされており、これらの木に延焼する可能性はありうる。 

活用にあたっては、消防用設備等の充実とともに、消火設備を設置し適切な管理や使用が行え
 るように使用方法について定期的な訓練が必要となる。 

また、周辺の道路幅が狭いため、消防車の活動がスムーズに行えるよう違法駐車の禁止等、周
 知徹底が必要である。アプローチ路が狭隘なため、現状では敷地への消防車の進入が困難で、火
 災時の消防隊の消火活動の配置計画を実施し検証、対策を行う。 
 
１ 防災上の課題及び当面の改善措置と今後の対処方針 
 ア 洪水 

旧上妻家住宅において、洪水の影響は想定されていないため、洪水への対処は、現時点では
 必要ない。 
 イ 津波 

旧上妻家住宅敷地は海抜標高約19ｍ、海岸線からの距離約300ｍを測るが、津波浸水想定区
域外であり、津波が到達する恐れはないため、津波への対処は、現時点では必要ない。 

 ウ 急傾斜地崩壊・土砂災害 
計画区域の西側・南側で急傾斜地の崩壊（がけ崩れ）、東側で土石流等が想定されているが 

旧上妻家住宅への影響は想定されないため、土砂災害等への対処は現時点では必要ない。 
 但し、災害発生時には施設利用者の安全を確保し、北側の西之表市役所へ避難誘導する。 
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西之表市防災マップより（西之表市 令和3年2月作成）  
 
 エ 蟻害 

主屋内部の縁や床下の根太・大引などにおいて、白蟻による虫害が確認されているため、防
 蟻処理を実施し、その後も定期的に防蟻処理を行っていく。また敷地内樹木についても白蟻の
 調査を実施し、白蟻に営巣が確認された場合、駆除と営巣の撤去を実施する。 
 オ 雨水  

雨樋が設置されているが、経年劣化により排水ができていない箇所が見受けられる。主屋の
 げんかんのま、おもてのまで、雨漏りが見受けられたが、現在修復されている。中・長期にお
 いて現在の雨水の流出経路を確認し、雨樋・側溝・集水桝などの排水施設を整備し、必要に応
 じて、浸透桝等の設置を検討する。 

 
２ 環境保全施設整備計画 
  旧上妻家住宅の保存修復工事にあわせて、適切な雨水処理ができるよう施設を整備する。整備 
 にあたっては、建造物の外観を損なわないよう配慮する。 
 
３ 周辺樹木の管理 

 強風で倒木して建屋に被害が及ぶ樹木の確認を行い、建屋に被害を与える樹木については、庭 
園等の美観を損なわないことを検証した上で、伐採の検討を行うが、ヒトツバ・サンダンカ・イ
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チョウ・タブノキ・ソテツなどは地域の特色を示すものであり、その保存に努める。 

樹木現況図  

住宅周辺樹木現況図 
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 ヒトツバ 
 

 

 イチョウとソテツ 
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第４章 防災計画 
 
第1節 防火・防犯対策 

１ 火災時の安全性に係る課題 
 ア 当該文化財の燃焼性 

当該文化財建造物は木造であるため燃焼性が高い。そのため、火災発生時は早期発見、初期
 消火を徹底することが必要である。また、火災防止のために敷地内での火器使用箇所を限定す
 る必要がある。 
 イ 延焼の可能性 

当該建造物は高台にあり、周辺には隣家はないので延焼の可能性は低い。ただし、建物周囲
 は植樹がなされており、これらの木に延焼する可能性があり注意が必要である。また、想定さ
 れる出火原因は次のとおりである。 

【想定される出火原因】 
・放火による出火 
・漏電による出火 
・建物内での火気使用による失火 
・建物外部からの延焼（落雷・タバコの不始末を含む） 

 ウ 消火活動 
市職員在室時に火災が発生した場合は、職員が適切に消火活動を行うと共に、緊急要員を現

 場に派遣し、事態の拡大防止に努める。なお、職員不在時の消防署等関係機関への通報は、警
 備会社を経由した体制を検討する。 

将来、当該文化財の価値が見直され、重要度が増した場合、放水銃設置の検討も必要になる
可能性もある。 

 エ 防火管理の現状と利用状況に係る課題 
旧上妻家住宅の建築的価値や魅力を発信し、市民をはじめ多くの人々に身近に感じてもらえ

 る企画や催事を行い、活用に向けた機運を醸成していく。 
 
２ 防火管理計画 
 ア 防火管理体制 

防火管理体制は所有者である西之表市が自主的に防火管理にあたる。担当部局は西之表市教
 育委員会とする。公開を開始する際には、防火体制を見直すものとする。 
 イ 防火管理区域の設定 

本計画で定める防火管理区域は、計画区域内とし防火環境の把握、予防措置に努める。 
 ウ 予防措置 

常時の予防措置は、市職員により適切に実施する。 
 エ 消防法への適合 

消防法第８条第１項に基づき、防火管理者を選任し、防火管理を徹底するために必要な事項
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 を消防計画として作成し、同法が定める防火管理業務を実施する。 
 防火管理者は、防火管理に関する一切の権限を有するとともに、次の業務を行うものとする。 
①消防計画の検討及び変更 
②消火、通報及び避難訓練の実施並びにその指導 
③建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検検査の実施及び監督 
④消防用設備等の点検整備の実施及び監督 
⑤火気の使用又は取扱いに関する指導監督 
⑥防火担当責任者に対する指導監督 
⑦収容人員の管理 
⑧その他防火管理上必要な業務 

 また、防火管理者は次の業務について消防機関への報告、届出並びに連絡を行うものとする。 
①消防計画の提出 
②建屋、諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく届出 
③消防設備等の点検結果の報告 
④教育訓練指導の要請 
⑤その他法令に基づく報告並びに防火管理上についての必要事項 

 オ 火災警報設備・消火設備 
火災警報設備及び消火設備は、今後の活用内容の確定に伴い、用途に応じて設置義務の有無

 が異なる。当該建物の主屋の床面積は 209.7㎡、門の床面積は 2.8㎡であり、構造は木造扱い
 とする。活用計画より該当する消防法上の用途区分としては「項別 15」（消防法施行令別表第
 １）が考えられ、消防法への適合要件は以下のとおりである。なお、所轄消防署長の許可によ
 り消防用設備等の設置義務については緩和することが可能である。 
（消防法施行令第 32 条） 

項目 要件（設置義務が生じる床面積） 適用 

消火器 
（施行令10条の1) 

延面積が 300㎡以上 
設置義務なし 

設置する 
 

屋内消火栓設備 
（施行令11条） 

延面積が 1,000 ㎡以上 
設置義務なし 

設置しない 

自動火災報知設備 
（施行令 21条)  

延面積が 1,000 ㎡以上 
設置義務なし 

設置しない 

漏電火災警報器 
（施行令 22条)  

延面積が 1,000 ㎡以上 
設置義務なし 

設置しない 

消防機関へ通報する火災報知設備 
（施行令23条） 

延面積が 1,000㎡以上 
設置義務なし 

消防署と協議を行い、設置の有無
を検討する 
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非常警報器具・設備 
（施行令24条)  

一般（収容人員50人以上） 
設計条件による 

消防署と協議を行い、設置の有無
を判断する 

誘導灯・誘導標識 
（施行令26条) 

誘導灯  設置義務なし 
誘導標識 設置義務有り 

誘導灯    設置しない 
誘導標識 設置を検討するが、活
用の用途によって、消防署と協議
を行い、設置の有無を判断する 

※適用については、防災計画の見直しがあった場合はその都度、消防署と協議・確認を行う。 
 
３ 防犯計画 
 ア 防犯上の現状と課題 

旧上妻家住宅においてこれまで事故歴はなく、現在、施錠以外の特別な防犯対策は行ってい
 ない。 
 イ 防犯計画 

公開・活用にあたり適切な防犯計画を作成する。また、夜間施錠時の対応として機械警備の
 導入を検討する。 
 
４ 防災（防火・防犯）設備計画 
 ア 設備整備計画 

設備整備計画については、今後実施する基本設計と合わせて検討、調整を行うこととする。
ここでは、現段階において想起している防火対象物用途区分表「項別 15」（消防法施行令別表
第１）の場合で消防法上、必要な設備の記載に留める。 
①火災報知設備：消防機関へ通報する火災報知設備の検討（収容人員50人以上に設置義務） 
②消火設備：消火器の設置 
③誘導標識の設置：設置の有無について消防署と協議 
④防犯設備：機械警備、監視カメラの設置検討 

 イ 保守管理計画 
 保守管理計画は、基本設計作成時に設備整備計画と合わせて所轄消防署と協議を行い計画の

 策定を行う。 
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                  消防設備設置計画   
 
第2節 耐震対策 

１ 構造上の特徴 
  １ 本建物は、伝統的な木造軸組構法による2階建てである。 
  ２ 平面形状は整形な部分に年代不詳の増築部が付随した形状の住宅である。 
  ３ 小壁や差鴨居が主な耐震要素である。 
  ４ 柱は105角～230角である。 
  ５ 構造階高は、1階：4.10ｍ（礎石天端～桁行天端）、最高高さ6.50ｍである。 
  ６ 柱脚は礎石立てである。 
 
２ 設計方針 
  １ 設計ルートは、X（桁行）方向、Y（梁間）方向共に、限界耐力計算とする。 
  ２ 計算ソフトは、「木造限界耐力計算ⅡVer.2 JSCA-08＋手計算」とする。 
  ３ 各耐震要素の復元力特性は、一定の軸力を受ける単位フレーム（幅1.82ｍ/高さ2.73ｍ） 
   の大変形領域を含んだ実験結果から得られた復元力特性を、実況のフレーム寸法などに応じ 
   て換算補正したものを用いる。各階の復元力特性は、各方向について各耐震要素の復元力特 
   性を加算して作成する。 
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  ４ 地震に対しては、施行令・告示に示される加速度応答スペクトルを用い、稀に発生する地 
   震に対しては損傷限界変形角（1/120）以下、極めて稀に発生する地震に対しては安全限界変 
   形角（1/15）以下であることを確認する。安全限界変形角は、各要素の限界変形角が1/15以 
   上であること、及び採用している復元力特性は重量を上載した状態での実験結果から得られ 
   たものであり、P-δの影響が考慮されていることから1/15と設定できると判断する。 
    尚、安全限界変形時に小壁付き柱などの部材に発生する応力が基準強度以下であることは、 
   別途確認するものとする。地震時の検討における表層地盤による加速度の増幅率Gsは、J- 
   SHISより第二種地盤と判断する。 
 

【設計のクライテリア】 

 
稀に発生する地震 
損傷限界変形角 

極めて稀に発生する地震 
安全限界変形角 

X,Y方向共 1/120 1/15 
  
   ５ 風圧力に対しては、稀に発生する暴風、極めて稀に発生する暴風に対して、それぞれ損傷 
    傷限界耐力以下、安全限界耐力以下であることを確認する。 
   ６ 安全限界変形時において転倒モードに対する柱脚の浮き上がりの有無について確認し、浮 
    き上がる箇所があれば当該部分の耐震要素の耐力を浮き上がり時点の応力以下になるように 
    低減する。 
   ７ 基礎は礎石となっており、基礎の沈下やひび割れ等が見られないので、問題ないと判断す 
    る。 
   ８ 地盤調査結果、J-SHISの微地形区分、液状化危険度マップより液状化有無を判断する。 
   ９ 一部２階建てだが、小屋裏を改築したような作りであり、平屋建てとして検討とする。 

 
３ 準拠する基準等および参考図書 

建築基準法・同施行令その他関係法令 
 
伝統的な木造軸組を主体とした木造住宅・建築物の耐震性能評価・耐震補強マニュアル 

                 （監修：一般社団法人日本建築構造技術者協会関西支部） 
 

伝統構法を生かす木造耐震マニュアル-限界耐力計算による耐震設計・耐震補強設計法- 
（著者：木造軸組構法建物の耐震設計マニュアル編集委員会） 
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４ 材料の基準強度・許容応力度 
(1) コンクリートの許容応力度（Ｎ/㎜ 2） 

種類 

長期 短期 

圧縮 せん断 
付着 

圧縮 せん断 
付着 

上端筋 その他 上端筋 その他 

Fc21 7.0 0.70 1.40 2.10 14.0 1.05 2.10 3.15 

 
(2) 鉄筋の許容応力度（Ｎ/㎜ 2） 

種類 
長期 短期 基準強度 

圧縮 引張 せん断 圧縮 引張 せん断 （Ｎ/㎜2） 

SD295A 195 195 195 295 295 295 295 

SD345 215 215 195 345 345 345 345 

 
(3) 木材の基準強度（Ｎ/㎜ 2） 

無等級材 
樹種 

基準強度 F 
圧縮 引張 曲げ せん断 

アカマツ、クロマツ、ベイマツ 22.2 17.7 28.2 2.4 
カラマツ、ヒノキ 20.7 16.2 26.7 2.1 
ツガ、ベイツガ 19.2 14.7 25.2 2.1 
スギ、ベイスギ 17.7 13.5 22.2 1.8 

カシ 27.0 24.0 38.4 4.2 
ケヤキ 21.0 18.0 29.4 3.0 

長期許容応力度：F×1.1/3  短期許容応力度：F×2/3 
但し、積雪時の検討の場合 長期許容応力度：1.3×F×1.1/3  短期許容応力度：0.8×F×2/3 

 
５ 耐震性能の評価 
５-1 復元力特性についての考え方 

各階の復元力特性は、各種耐震要素の復元力特性を加算することにより算定する。各種耐
 要素の復元力特性は、実験に基づく単位フレームの復元力特性を実状に応じて換算する。換
 の仕方を各耐震要素の仕様と共に以下に示す。 

 
（１）貫、差し鴨居 

柱と貫、差し鴨居が主たる耐震要素であり、高さが単位フレームより高いので、柱幅・
梁幅による割増と高さによる低減を行う。貫の継手部分は通し貫の1/2、大入れ部分は通 
し貫の1/4に低減する。 
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（２）土壁 
壁厚による割増は行わないが、壁長さによる割増を行い、耐震要素として考慮する。 
 

（３）柱の傾斜復元力 
柱の傾斜復元力は繰り返し載荷によって逆行型の復元力特性を描くので、エネルギー

吸収はない。したがって、弾性限界の1/120までの範囲でのみ耐力に参入する。 
  



124 
 

５-2 応答値の算出 
（１）限界変形角の設定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

損傷限界に

設定 

1/120 軸組にほとんど損傷がなく補修も必要ない。 

 1/60 再使用可能限界－若干の補修をすれば再使用できる。 

 1/30 補修・再使用可能限界－土壁は大きなひび割れが生じ、軸組にも木材の

めり込みによる損傷が生じるが、補修によって再使用が可能 

主な耐震要素が筋かいや合板しかない場合はこれを超える応答変形で

は倒壊に対する安全性の保証ができない。 

安全限界に

設計 

1/15 大きな残留変形あり。これを超える応答変形では倒壊に対する安全性

の保証ができない。 

 応答結果が、稀に発生する地震に対して損傷限界変形角以下、極めて稀に発生する地
震に対して安全限界変形角以下となっていることを確認する。 

（２）地震力 
建築基準法施行令、告示に示される加速度応答スペクトルを用いる。 
表層地盤による加速度の増幅率Ｇs： 
地震ハザードステーション J-SHISの結果より第二種地盤相当とする。 
階数に応じた調整係数p：0.80（平屋建て） 

伝統的な軸組構法を主体とした 

木造住宅建築物の耐震性能評価・耐震補強マニュアルP1-21 （監修：JSCA関西支部） 
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地域係数Ｚ：0.8（鹿児島県西之表市） 
（３）応答値の算出 

JSCA関西が公開している計算ソフトを用いて、変位増分法による応答値の算出を行う。 
 

変位増分法による応答値の算出の流れ 
① １階の定点変位1/120を第1ステップとして、初期剛性を用いて一次モードを算定し、 

 1階階及び2階の変位を算定する。 
   ② １階の定点変位1/60を第2ステップとして、1階は1/60における等価剛性、2階は第１ 

 ステップで算定した変位点での等価剛性を用いて一次モードを算定し、1階及び2階の変 
位を算定する。 

     ③ 同様に各ステップにおける各階の変位を算定する。 
     ④ 各ステップにおいて、等価質量・等価高さ・代表変位・等価周期・減衰定数を算定する。 

       ⑤ 等価一質点系における復元力特性と加速度応答スペクトルの交点（＝応答変位）を算定す 
         る。 
       ⑥ ⑤で求めた交点と交点近傍の一次モードを用いて各階の応答変位を算定する。 

 
５-3 診断結果 

（１）判定 
検討を行った結果、以下のような応答結果となり、稀に発生する地震に対して、損傷

 界変形角（1/120）以上、極めて稀に発生する地震に対して、安全限界変形角（1/15）以
 となるので、設計クライテリアを満足していない。 

 

方
向 

階 
CB 最大応答層間変形角 

稀に発生する
地震 

極めて稀に発生す
る地震 

稀に発生する地
震 

極めて稀に発生する
地震 

X 1 0.129 0.115 
1/116 

満足しない 
1/14 

満足しない 

Y 1 0.119 0.114 
1/105 

満足しない 
1/14 

満足しない 
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（２）柱の滑りに対する検討 
基礎（礎石）と柱は固定していないため、地震時に柱と基礎（礎石）の間で滑りが

生じないか検討する。 
※本建物は足固めなどにより、柱が個々に動かないと考え建物全体で評価する。 
※既存の基礎（礎石）の摩擦係数は0.60とする。 

 
安全限界変形時 
耐力係数：CB 

静摩擦係数：μ 
判定 

CB＜μ 
Ｘ方向 0.129 0.60 ∴OK 
Ｙ方向 0.119 0.60 ∴OK 

 
検討の結果、安全限界変形時の耐力係数：CBは、基礎（礎石）と柱脚の静摩擦係数：

μ＝0.6を大きく下回っているので、想定する地震動の範囲では滑らないと判断できる。 
 
５-4 総合所見 

   限界耐力計算の結果、稀に発生する地震・極めて稀に発生する地震に対する設計クライテリ 
   アは満足しておらず、計算の前提条件として以下の点に注意・改善する必要がある。 

 
① 復元力特性の向上 

耐力壁、リブフレーム、耐震リング、リブフレーム、耐震シェルターなどで補強する 
必要がある。 

 
② ２階の構造的不安定 

２階部分は小屋裏部分を改築した跡がみられ、隅木が切られている。このままでは、 
屋根のたわみが大きくなる可能性があるので、復元時期を考えた上で、改修計画を決定
する必要がある。 

 
③ 屋根の劣化 

軒先がたわみ、波を打っているので、屋根の改修を行う必要がある。 
 

④ 木材の劣化 
木材の劣化により安全性は低下するので、構造上重要な劣化が生じている箇所を適切 

に補修・補強を行う。必要であれば、健全な材料に置き換えるなどの処置を行う。 
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第3節 耐風対策 

１ 風圧力  
 地表面粗度区分：Ⅲ 
 基準風速   ：Ｖ０＝40ｍ/s（西之表市） 
 高さの平均  ：Ｈ＝(6.5+4.1)/2=5.3ｍ 
 屋根勾配   ：4.2寸勾配 
 速度圧の高さ方向の分布係数：E＝Er2・Gf＝1.222 
 速度圧    ：ｑ＝0.6EV02＝1173N/㎡ 
 風圧力    ：Qw(kN)＝Cf・q(kN/㎡)・A(㎡) 

方向 階 速度圧 
ｑ(kN/㎡) 

風力係数 
Cf 

見付面積 
A(㎡) 

風圧力 
Qw(kN) 

1.6×Ｑw 
(kN) 

 X 1 1.18 1.00 15.1*2.4/2+15.1*2.1=50 59 95 

  Y 1 1.18 1.00 19.33*6.5/2=63 75 119 

 
２ 検討結果 

※不利側のＹ方向で検討を行う。 
 稀に発生する風圧力 

Qw (kN) 
損傷限界耐力 

Qa(kN) 
判定 

Qw<Qa 

1階・Ｙ方向 75 57 ∴NG 

 極めて稀に発生する風圧力
1.6×Qw (kN) 

安全限界耐力 
Qa(kN) 

 

1階・Ｙ方向 119 67 ∴NG 
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第4節 補強設計 

１ 補強内容 
 補強箇所数は以下の通りである。 

 リブフレーム 耐震リング 

Ｘ方向 4カ所 30カ所 

Ｙ方向 5カ所 30カ所 

合計 9カ所 60カ所 
 
２ 耐震性能 

補強を行った結果、以下のような応答結果となり、稀に発生する地震に対して、損傷限界変
形角（1/120）以下、極めて稀に発生する地震に対して、安全限界変形角（1/15）以下となり、
設計クライテリアを満足することを確認した。 

 

方向 階 

CB 最大応答層間変形角 

稀に発生す
る地震 

極めて稀に発
生する地震 

稀に発生する 
地震 

極めて稀に発生す
る地震 

X 1 0.121 0.219 1/160 
満足する 

1/23 
満足する 

Y 1 0.116 0.235 1/163 
満足する 

1/23 
満足する 

 
３ 耐風性能 

補強を行った結果、稀に発生する風圧力、極めて稀に発生する風圧力を満足することを確認
した。 

 
 稀に発生する風圧力 

Qw (kN) 
損傷限界耐力 

Qa(kN) 
判定 

Qw<Qa 

1階・Ｘ方向 59 78 ∴O.K. 

1階・Ｙ方向 75 76 ∴O.K. 

 極めて稀に発生する風圧力
1.6×Qw (kN) 

安全限界耐力 
Qa(kN) 

 

1階・Ｘ方向 95 121 ∴O.K. 

1階・Ｙ方向 119 124 ∴O.K. 
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４ 今後の対策 
・今後の詳細な調査により、架構形式や部材断面等を把握し、改修方針に沿った精密診断を行 
い耐震性能や補強方法や補強箇所を検討することが望ましい。 

 
・当該敷地は高台にあり地盤も強固であることから、地盤調査（PS検層）を行い、精算法に 
よる地盤増幅率を算定し、地盤種別を判断することが望ましい。 

 
 対処方針 
暴風時に予想されるガラスの破損、サッシの脱落、瓦の飛散等の対策（瓦の目地に漆喰を充填

する）では、基本設計に合わせて行う。また、敷地周囲の樹木について防風林として残すことも
検討する。 

 
第5節 その他の災害対策 

１ 落雷 
落雷について、建築基準法による避雷針の設置義務はないが、今後の活用に合わせた対策を検

討する。 
 

２ 敷地境界石塀 
敷地南東の石垣に孕みがある。孕みについては状況を見ながら対処方法を検討する。また、敷

地北側のブロック塀に亀裂が入っており、倒壊の恐れがあるため、撤去し、転落防止の措置をと
る。 

 
３ 虫害対策 

旧上妻家住宅では主屋内部の縁や床下の根太・大引きなど随所に白蟻による虫害が見られる。
そのため、被害の拡大を防ぐために、家屋周辺の生息確認と早期発見及び営巣の駆除が重要とな
る。日常的な対策としては、白蟻が好む水を主屋周辺に撒かない。また、畳の点検や羽蟻が飛ぶ
前後５月と８月に主屋の周囲と庭木の点検を行う。 

 
第6節 今後の取り組みと防災対策 

不特定多数の利用による活用が可能になるよう、耐震に係る調査・耐震補強を優先的に実施す
る。耐風対策については、建造物の修理・整備にあわせて実施する。 
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第５章 活用計画 
 
第1節 公開・活用の基本方針 

1 基本的な考え方 
   ○建造物の価値を伝えるための公開・活用を行います。 
   ○建造物と敷地内の一体的な公開・活用を行います。 
   ○地域住民が地域の誇り、シンボルとして親しみをもって利活用し、地域の活性化や交流の場、 
   観光ルートの拠点としての公開・活用を行います。 
 
第2節 公開活用計画 

   ○建造物（旧上妻家住宅主屋）の特徴が分かる範囲を積極的に公開します。 
   ○敷地全体を公開範囲とします。 
   ○建造物内からの景観や地形等の保全を考慮し、公開方法の検討を行います。 
１ 建造物の公開 
 ア 建造物の公開 

外観や室内意匠を広く一般に公開する。特にげんかんのま、おもてのま、おくのま、なかの
までは、かつての生活様式を歴史性にもとづき実感することができるように公開する。 

 イ 建造物の特性を生かした活用 
種子島家の筆頭家老を務めた上妻氏の居宅である。武家社会南限地、種子島に残る、価値の

ある文化財建造物（武家屋敷）であり、観光・歴史文化の振興に係る活用事業などの連携に際
しては、建造物本来の魅力を損なわないような公開その他の活用ができるものとする。また、
世代・立場を越えて文化財に足を運ぶきっかけづくりや文化財に親しむ機会を創りだすための
活用を行う。 

 ウ 地域のまちづくりとの連携 
文化財建造物を多くの市民に永く親しまれる手法として、まちづくりや地域のにぎわいの創

出との連携も視野に入れ、文化財建造物の新たな役割や価値を見いだす取り組みをめざす。 
 
２ 外構（敷地）の公開活用 
  庭園の整備とその他の敷地内整備を行い、広く一般に公開する。 
 
３ 関係史料等の公開 

上妻家の現当主より、上妻家に伝わる火縄銃・甲冑・古文書類をはじめ多数の歴史的史料の寄
贈・寄託を西之表市が受け、種子島開発総合センター「鉄砲館」にて保存公開を行っている。ま
た、これらの史料類のなかには、紹介した「上妻家雅夫婦肖像画」をはじめ、「種子島時尭公槍の
許状」など文化財的価値が高いものが含まれており、建造物と一体的に史料を公開活用すること
で、さらに建造物の歴史的価値を高めることになる。 
これら関連史料は、現在、文化財指定を受けているものはないが、指定候補物件もあることか
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ら、資料の公開にあたっては、慎重に対応していく。 
 

第3節 活用基本計画 

1 活用基本計画 
 ア 計画条件の整理 

①  文化財保護法 
国登録有形文化財（建造物）として、文化財保護法の適用を受ける。 

②  建築基準法 
本建物は国登録有形文化財（建造物）であり、現状では建築基準法第３条の適用除外の

 対象とはならない。公開活用については不特定の利用者を対象とするので、耐震補強のた
 めの調査及び修理工事、その他公開活用に係る修繕等を実施し、建築構造上の安全性を考
 慮する。用途変更に関しても、改修後の面積が200㎡未満の為、建築確認申請の手続きは
 不要となるが、活用内容の確定に伴い、その用途に応じて建築基準法に準ずることとする。 

 イ 消防法 
消防法についても、活用内容の確定に伴い、関係行政機関との調整を図る。 
 

２ 想定される活用について 
活用の手法（案） 
住宅の価値を伝えるための活用 建造物と敷地内の一体的な活用 地域の文化交流の拠点として活用 

＜手法例＞ 

・外観、内部の復原 

・上妻家資料（史料）展示 

・武家社会南限地の武家屋敷 

・武家社会文化祭事の再現 

・観光ガイドツアーの実施 

・歴史文化学習会の開催 

・歴史文化の情報発信拠点 

＜手法例＞ 

・文化イベント、ミニコンサート 

・野点・茶会・歌会・いけばな展 

・伝統文化の実演・学習 

・武家社会文化の体験 

・種子島火縄銃砲隊の演武 

・示現流・槍術の演武 

・植栽植物の観察会 

＜手法例＞ 

・住宅内での伝統文化の体験及び場

所貸し 

・市民による芸術文化イベント開催 

・歴史に触れ合うイベント及び学習

会の開催 

・文化交流の場 

・憩いの場としての活用 

 
３ 建築計画 
ア  登録有形文化財（建造物）の現状 

 公開その他活用に際しては、事前に保存修理工事を実施し建造物を健全に維持する。また、
環境保全計画・防災計画での課題事項への対応を踏まえ、旧上妻家住宅主屋及び門の保存と活
用を適切に実施することができるよう周辺環境の整備を合わせて行う。 

 イ 平面計画・動線計画 
安心、安全な公開を目的とし増築部分の撤去、建替えを検討し、2 階増築前の姿に復元し保

存を行いながら、当時の姿、雰囲気を損なわない意匠とし、多様なニーズに対応できるフレキ
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シブルな空間とする。施設の撤去・修復・整備等について現状変更許可が必要な場合は、それ
を得た上で実施する。 

 ①外部について 
  現状北側の敷地内の動線について、県道からの出入り口が狭いことから、拡張を検討する必要 
がある。当時の景観を残しつつ車いす利用者や避難経路を確保することから、敷地内の建物出入 
り口と北側の敷地との高低差がある箇所について、バリアフリー対応とするためスロープや手す 
りの設置を検討する。 
②内部について 
 南側門から玄関に面する出入り口から内部に入る。北東部分にも出入り口が設置されており、 
イベントなど多くの来場者が想定される場合は、臨時的に一方通行の動線も検討する。はなれに 
ついては、外からの出入り口は残しつつ主屋との動線について、南側・西側の庭の景観、北側の 
はなれと主屋の間の景観を楽しめる動線を検討する。 

                   動線計画図 
 
③避難経路 
 南側北側に1か所ずつ、東側1か所、北東側1か所、西側1か所を避難経路とし、速やかに建 
物から離れる。敷地外への進入路についても看板などを設置し、周知を行う。 
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                    避難経路図   
 

４ 展示計画 
  保存管理計画における部屋の保存状況及び保護の方針に鑑み、建造物の解説展示を行う。平面 
 展示及び壁面展示は、建物鑑賞を阻害せず建造物に大きな影響を与えないことを原則とし、展示 
 については建造物の躯体に影響を及ぼさない方法で行うものとする。また、住宅内から発見され 
 た古文書類や調度品類については、上妻家の歴史及び当時の生活史を彷彿させるものであり、展 
 示配置を考証し適切な展示公開を行う。 
 
５ 施設等整備計画 

  整備の必要がある設備について記述する。 
ア 保存管理に係る施設 

①管理施設（室） 
施設全体の日常的な維持管理、消防、機械警備に関する防災管理、公開その他活用に関す

管理業務を一元的に行う管理施設（室）及び管理用道具の倉庫の設置を検討する。 
②消防設備 
防災計画にもとづき、公開その他活用において消防法上必要な設備を整備する。 
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③警備設備 
防災計画にもとづき施設の機械警備設備の整備を検討する。 

 イ 公開・活用に係る施設等    
①空調設備 
公開その他活用にあたり適切な室温環境を維持するため、内室意匠に調和する空調設備の

整備を検討する。 
②衛生設備 
公開その他活用にあたり適切な衛生環境を維持するため、便所等の衛生設備、照明設備、

換気設備を整備する。 
③台所設備 
台所設備、換気設備を整備する。台所配膳所での火気使用は禁止し、加熱設備については

電気製品の使用を検討する。 
④給排水設備 
衛生設備、台所設備の整備に伴い、建物内の給排水設備を整備する。また、敷地内の汚水・

雨水の配管設備を整備する。水道の配管経路も同じく調査の上、整備する。 
⑤電気設備 
当初の電気配線設備はこれまでにも漏電の経緯があることから、電気配線設備については

全面改修し、躯体内の配線経路及び屋外電気設備への配線経路については、電気保安管理上
の安全性を確保する。電力本線からの引き込みについては、建造物及び周囲の景観に影響を
与えないよう配線等の配慮を行う。また、空調施設、台所施設等の施設整備に伴う消費電力
量の増加に対応できるように整備を行う。 
分電盤の使用器具については、当初器具については撤去、保管し、新器具に取り換え、施

設設備を一元的に管理するため分電盤は管理室へ移設することを検討する。 
建物内の照明器具は、時代性や意匠性を考慮し新器具に整備する。また、各室にコンセン

トを整備する。 
⑥情報設備 
旧上妻家住宅の情報発信を図るため情報端末設備を管理室、公開その他活用に供する箇所

 に設置する。 
 ウ 展示施設・調度品類の配備に係る計画 

①展示施設 
室内鑑賞の妨げにならないもの、また、室内意匠を損なわないものとし、建造物に影響を

与えない展示器具を使用する。 
②調度品類の配備 
なんどの屋根裏から発見された調度品類等については、調査及び資料にもとづき、かつて

 の生活史を彷彿させることで、文化財的価値を高めるための復原配備を行う。発見された調
 度品類等については、損傷が著しく配備に支障があるものがみられる。これらのものについ
 ては復原修理を行うこととするが、修理対応ができない場合、あるいは配備によりその保存
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 に影響を及ぼす場合は、複製品もしくは同等品の配備を含め検討する。 
 エ 外構及び周辺整備計画 

 敷地内は広大であり、建造物と一体となった公開活用を行うため、植栽など景観等に配慮し
ながら整備を行っていく。安心安全な公開を行うために、危険個所の把握に努め、敷地内北側
のブロック塀撤去など危険個所を優先しながら整備を進めていく。北側の県道から敷地内へと
向かう進入路が狭隘であり、また東側・南側からのアクセス道路幅も狭いため、来館者用駐車
場を含めたこれらの整備等についても関係機関と協議を行っていく。敷地内に便益施設、標識
の設置を検討する。 

 
 ６ 管理・運営計画 
  ア 基本的方針 

管理・運営においては、本計画に定める保存・公開その他活用の方針・目標を十分に理解し、
関係法令等を遵守するとともに、文化財建造物の保存活用を安定的かつ持続的に実施する。 

 イ 管理・運営方法 
 公開時期と公開時間、公開の制限等の管理・運営方法については、旧上妻家住宅の設置及び
管理・運営に関する条例において規定し、運用規則を別途定める。 

 ウ 管理・運営体制 
 所有者である西之表市を管理の主体とし、当面は西之表市教育委員会による管理・運営体制
を維持する。中・長期においては、管理・運営について、指定管理者制度の導入も検討しなが
ら、次に示す項目等を遵守し、効果的かつ効率的な管理・運営を行うことができる体制を検討
する。 

 ・国登録有形文化財（建造物）の保存管理に対する責務。 
 ・日常的な建造物の管理及び周辺環境の保全。 
 ・緊急災害時における安全確保等、来訪者への適切な危機管理。 
 ・効果的・公共性の高い内容の公開その他活用。 
 エ 効果の検証方法 

 入館者数等を把握する。 
 
第4節 実施に向けての課題 

 公開その他活用の実施に向け、今後耐震に対する対処方針を明確にし、保存管理計画にもとづ
く修理整備計画を検討し、中長期的な展望に立ち実施する必要がある。また、効率的かつ効果的
な管理・運営体制のあり方を検討するとともに、活用計画の見直しが必要とされる場合は計画の
再検討を行う。 

１ 公開・活用のための課題 
・電気・給排水・衛生・空調・防災等の諸設備の整備 
・活用に必要な厨房・収納等の諸設備の整備 
・駐車場の整備 
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・外構の整備 
・トイレ等の整備、設置（バリアフリー対応） 
・案内表示や説明板等の整備 
・敷地内アクセス道路の整備検討 
・他部署、関連団体との協議、協働 
・隣接する西之表市立図書館、周遊エリアに位置する鉄砲館・月窓亭との連携 
・維持管理体制の見直し、維持管理マニュアルの整備、入館料徴収の検討 
・条例・規則の整備 
・その他 

 
２ 将来に向けての展望 

将来にわたって当該地を活用し続けるためには、教育委員会だけでなく、観光協会・建築士会・
市商工会・文化協会・市民グループなどや、観光・まちづくり部署をはじめとする他機関と協力
して図るべきである。特に観光面においては、集客の増に伴い、本市の更なる地域活性化につな
がる活用内容も想起される。 
地域のストーリーを発信する施設として、市民に大切にされ、本市の文化財のシンボルとして

将来にわたり輝き続けるよう努めていく。 
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主屋 建築当初予想平面図 
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門 建築当初予想立面図（昭和12年古写真参照） 
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第６章 保護に関する諸手続き 
 
第1節 登録有形文化財に関する諸手続き 

文化財保護法および関係法令に基づき、旧上妻家住宅主屋及び門の保存活用に必要となる諸手
続きについて、以下に示す。ただし、本章の定めにおいて、明確でない行為については、その都
度、文化庁および鹿児島県教育委員会と協議を行う。文化財保護法（昭和 25 年法律第 214号）、
同法施行令（昭和 50 年政令第 267 号）および登録有形文化財に係る登録手続きおよび届出等に
関する規則（平成 8 年文部省令第 29 号）に基づく登録有形文化財に求められる手続は、以下の
とおりである。 

 １ 届出を要する行為（届出が必要なもの） 
区分 運用の方針 届出期間 

滅失 
水害による流失や火災による消失など、登録文
化財が失われた場合 

滅失の事実を知った日か
ら10日以内 

き損 
登録文化財が何らかの原因で甚大な破損・損傷
した場合 

き損の事実を知った日か
ら10日以内 

現状変更 
文化財としての価値がある部分の位置・形状・材
質・色合いなどを通常望見できる外観の範囲の
4分の1を超えて変更する場合 

現状変更しようとする日 
の30日前まで 

所有者の変更  変更した日から20日以内 

 
管理責任者の選任 
・変更 

所有者が専ら自己に代わり登録有形文化財の
管理の責めに任ずる者を選任・変更する場合 

選任・変更した日から20 
日以内 
（所有者と管理責任者と
の連署） 

所有者または管理責
任者の氏名・名称・ 
住所の変更 

 
変更した日から20日以内 

登録の抹消 

重要文化財に指定された場合 
地方公共団体が条例に基づき区域内に存する
重要なものとして指定された場合 
文部科学大臣がその保存及び活用のための措
置を講ずる必要がなくなったと認める場合 
その他の特殊の事情があると認める場合 

登録抹消の通知を受けて
から30日以内に登録証を
返付 
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２ 届出を要しない行為（届出を必要としないもの） 
区分 運用の方針 

維持の措置 
登録文化財の維持を目的とした行為で、変更する部分の面積が

通常望見できる外観範囲の4分の1以下である場合 

 

き損している又はき損することが明らかに予見される場合にお 

いて、当該き損の拡大又は発生を防止するための応急の措置を 

する場合 

非常災害のために必要な応急

措置 

他の法令の規定による現状変 

更命令に基づく措置 

  ※維持の措置：窓ガラスや雨樋の取替えといった維持管理のための小規模な修繕 
    ※非常災害のために必要な応急措置：台風常襲地帯であり、被災箇所の応急的な修理 
 

 届出の流れ 
西之表市教育委員会 鹿児島県教育委員会 文化庁 

 

 

 
 
 
３ 保存に影響を及ぼす行為に係る手続き 

建造物の現状に直接変更を加えるもの以外で、その行為によって災害や毀損の恐れが生じたり、
構造耐力を弱めたりするなど、建造物の保存に影響を与える行為にあたっては、必要に応じて鹿
児島県教育委員会及び文化庁と協議する。 

 
第2節 計画の改訂について 

１ 計画の改定 
西之表市教育委員会は、今後の調査研究等の進展や社会情勢の変化等を踏まえ、計画の補強等 

など必要に応じてこの計画の見直しを行う。また、防災に係る部分については、機能や用途、管
理体制の変更に応じて再検討し、見直すものとする。見直された計画は、鹿児島県教育委員会を
経由し、文化庁へ報告する。 

 
２ 保存活用計画策定委員会での審議 

計画の見直しに当たり、計画の補強や前提条件に及ぶ根本的な見直しを必要とする場合、西之 
表市教育委員会は学識経験者等から構成される保存活用計画策定委員会に調査研究を依頼し、そ 
の内容の審議を諮るものとする。ただし、実務的な見直しの場合は除くものとする。 
 
 

届出 

・滅失、き損、現状変更 

・所有者変更 

・所有者の住所変更 

提出  
・届出の受理 

・指導、助言または勧告 

進達 
内容確認

 

 
 

経由 
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資料編 
 
旧上妻家住宅保存活用計画策定委員会設置要綱 
 
西之表市教育委員会告示第４号 
旧上妻家住宅保存活用計画策定委員会設置要綱を次のように定めた。 
令和３年６月２日 西之表市教育委員会    
 
旧上妻家住宅保存活用計画策定委員会設置要綱 
（設置） 
第１条 国登録有形文化財旧上妻家住宅の整備に当たり、その保存及び活用に係る計画を策定する
ため、旧上妻家住宅保存活用計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
（所掌事務） 
第２条 委員会は、国登録有形文化財旧上妻家住宅の保存活用計画の策定について協議、検討を行
う。 
（組織） 
第３条 委員会は、５人以内の委員をもって組織する。 
２ 委員は、有識者等の中から教育委員会が委嘱するものとする。 
（委員の任期） 
第４条 委員の任期は、委嘱の日から第２条に定める所掌事務が終了するまでの間とする。 
２ 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（委員長等） 
第５条 委員会に委員長及び副委員長を置くものとする。 
２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 
３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときにはその職務を代理する。 
５ 委員会に顧問及びオブザーバーを置くことができる。 
（会議） 
第６条 委員会の会議は（以下「会議」という）委員長が招集し、その議長となる。 
２ 会議は委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。 
３ 委員長は、必要に応じて委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 
４ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 
（庶務） 
第７条 委員会の庶務は、社会教育課文化財係において処理する。 
（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 
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  附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、告示の日から施行し、第２条に規定する所掌事務の終了をもってその効力を失う。 
（会議の招集の特例） 
２ 施行後最初に招集すべき会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、教育長が招集する。 
 
 
旧上妻家住宅保存活用計画策定委員会 

氏   名 役  職 居住地 

委員長 

鰺坂  徹 
鹿児島大学大学院 理工学研究科教授 鹿児島市 

副委員長 

岩下真奈美 
一級建築士 西之表市文化財保護審議会委員 
鹿児島県建築士会ヘリテージマネージャー 

西之表市 

鮫嶋 安豊 西之表市立図書館長 郷土史家 西之表市 

池田賢一郎 
一級建築士  

鹿児島県建築士会ヘリテージマネージャー 
鹿児島市 

石原 理恵 西之表市 建設課 技術主査 西之表市 

 
旧上妻家住宅保存活用計画策定委員会 専門調査員 

氏   名 役  職 居住地 

田島 康弘 構造設計一級建築士  鹿児島市 

 
事務局 

氏   名              所  属 

沖田純一郎 
西之表市教育委員会 社会教育課 参事 
（種子島開発総合センター「鉄砲館」所長） 

鮫島  斉 
西之表市教育委員会 社会教育課 文化財係長 
（種子島開発総合センター「鉄砲館」主任） 

浦口 将幸 西之表市教育委員会 総務課 施設係技術主査 

梶原 将貴 
西之表市教育委員会 社会教育課 文化財係主事 
（種子島開発総合センター「鉄砲館」主事） 
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付編 森之峯上妻家住宅の歴史検証 
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